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一
九
世
紀
宇
都
宮
の
商
家
同
族
団 

　
　

─ 
古
着
商
人
の
家
史
・
家
法
か
ら 

─

寺　

内　
　

由　

佳

は
じ
め
に

　
　

Ⅰ　

城
下
の
古
着
商
人
に
お
け
る
三
家
の
位
置
付
け

　
　

Ⅱ　

佐
野
屋
治
右
衛
門
（
寺
町
菊
地
家
）

　
　

Ⅲ　

丸
井
屋
伊
兵
衛
（
宮
嶋
町
増
渕
家
）

　
　

Ⅳ　

沢
屋
宗
右
衛
門
（
寺
町
野
沢
家
）

お
わ
り
に

は
じ
め
に

　

江
戸
時
代
の
商
家
は
、
家
の
永
続
的
な
存
続
・
繁
栄
を
目
指
し
、
主
に
創
業
か
ら
守
成
へ
の
経
営
転
換
期
、
経
営
者
の
交
替
（
家
督
相
続
）

期
、
家
政
改
革
期
に
家
法（
１
）を

作
成
し
た
。
そ
こ
に
は
各
々
の
同
族
団
に
対
す
る
意
識
が
み
ら
れ
、
同
族
団
を
い
か
に
形
成
し
、
ま
た
発
展
さ
せ

て
い
く
の
か
を
示
す
性
格
を
持
っ
て
い
た
。
本
家
あ
る
い
は
本
家
主
人
個
人
の
利
益
追
求
で
は
な
く
、
本
家
を
筆
頭
に
分
家
・
別
家
を
含
む
一

統
全
体
を
包
括
す
る
組
織
と
し
て
の
体
系
を
確
立
し
、
維
持
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
で
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は
、
家
法
の
う
ち
、
と
く
に
分
家
・
別
家
や
奉
公
人
（
使
用
人
）
に
関
す
る
項
目
が
注
目
の
対
象
と
な
っ
た
（
２
）と

い
え
る
。

　

し
か
し
、
商
家
同
族
団
と
し
て
強
固
な
組
織
規
定
が
必
要
と
な
る
程
の
分
家
・
別
家
を
設
立
し
、
ま
た
奉
公
人
を
多
く
抱
え
た
の
は
、
限
定

さ
れ
る
一
部
の
大
商
家
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
後
の
財
閥
と
な
る
豪
商
や
、
伊
勢
・
近
江
・
大
坂
と
い
っ
た
商
業
の
先
進
地
域
と
さ
れ
る
都
市

の
大
店
の
家
法
・
店
則
が
主
な
研
究
対
象
と
な
っ
て
き
た
と
い
え
る
。
そ
の
な
か
で
中
野
卓
氏
は
、
自
身
の
商
家
同
族
団
に
関
わ
る
諸
研
究
に

対
し
「
頂
点
を
な
す
豪
商
よ
り
も
、
基
底
に
あ
っ
た
大
多
数
の
中
小
商
家
に
つ
い
て
ま
ず
知
る
こ
と
が
社
会
学
的
に
は
大
切
」
だ
と
述
べ
て
い

る
。
氏
は
、
中
小
商
家
が
持
つ
家
制
度
を
「
退
転
の
危
機
を
何
と
か
し
て
切
り
抜
け
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
危
機
を
何
と
か
未
然
に
防
ぎ
、
で

き
れ
ば
家
の
持
つ
諸
条
件
を
高
め
て
行
け
る
よ
う
な
」
も
の
と
し
た
。
ま
た
そ
れ
は
、
豪
商
の
家
業
経
営
の
よ
う
な
、
成
文
化
さ
れ
た
法
規
を

基
に
定
型
化
の
進
ん
だ
制
度
を
持
た
な
い
「
い
っ
そ
う
柔
軟
な
」
も
の
だ
っ
た
、
と
し
て
い
る
（
３
）。

氏
の
言
う
中
小
商
家
、
と
く
に
商
業
後
進
地

と
さ
れ
る
地
方
都
市
の
そ
れ
に
は
、
分
家
・
別
家
の
出
店
数
も
、
抱
え
る
奉
公
人
の
数
も
決
し
て
多
く
な
い
場
合
が
大
半
で
あ
る
が
、
そ
れ
で

も
各
々
の
商
家
に
家
法
や
そ
れ
に
似
た
性
格
を
持
つ
書
物
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

　

商
家
家
法
の
成
立
は
、
一
般
的
に
享
保
期
（
一
七
一
六
︱
一
七
三
六
）
頃
か
ら
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
代
表
と
し
て
、
例
え
ば
三
井
家
の
場

合
は
、
明
治
以
降
も
当
家
の
家
法
と
し
て
受
け
継
が
れ
る
「
宗
竺
遺
書
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
の
成
立
だ
が
、
元
禄
六

年
（
一
六
七
三
）、
老
年
に
至
っ
た
三
井
越
後
屋
始
祖
・
高
利
が
家
法
を
定
め
る
た
め
の
草
案
を
四
人
の
子
に
示
し
、
そ
れ
を
元
に
数
度
に
わ

た
り
増
補
・
改
定
し
た
も
の
で
あ
る
（
４
）。

鴻
池
家
の
場
合
は
、
当
家
中
興
の
祖
と
よ
ば
れ
る
三
代
宗
利
が
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）
に
作
成
し
た

「
家
定
記
録
覚
」
が
あ
り
、
こ
れ
は
正
徳
六
年
（
一
七
一
六
）
に
同
じ
く
宗
利
作
成
の
「
先
祖
之
規
範
幷
家
務
」
が
元
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し

て
こ
れ
よ
り
さ
ら
に
遡
り
、
慶
長
一
九
年
（
一
六
一
四
）
に
は
始
祖
・
直
文
が
定
め
た
家
法
（
家
訓
）「
幸
元
子
孫
制
詞
条
目
」
が
あ
る
。
こ

れ
に
は
家
業
経
営
や
相
続
に
関
す
る
規
定
は
な
い
が
、
商
家
子
弟
の
心
構
え
を
示
し
、
少
な
か
ら
ず
当
家
家
法
の
源
流
と
な
っ
た
と
い
え
る
（
５
）。

住
友
家
の
場
合
、
明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）
成
立
の
「
住
友
家
法
」
は
、
慶
安
五
年
（
一
六
五
二
）
没
の
家
祖
・
政
友
の
遺
戒
（
晩
年
の
書

状
「
文
殊
院
旨
意
書
」
は
特
に
有
名
で
あ
る
）
を
受
け
継
い
だ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
当
家
で
は
五
代
友
昌
が
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
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に
長
崎
・
別
子
・
宇
和
島
店
を
対
象
に
、
さ
ら
に
同
当
主
時
代
（
一
七
二
〇
︱
一
七
五
八
）
に
他
の
各
地
事
業
所
や
奉
公
人
を
対
象
に
多
数
の

家
訓
が
作
成
さ
れ
て
い
る
（
６
）。

　

つ
ま
り
い
ず
れ
も
江
戸
時
代
の
初
期
段
階
に
お
い
て
す
で
に
家
法
の
原
型
を
作
成
、
あ
る
い
は
作
成
を
意
図
し
、
改
正
・
練
り
直
し
の
期
間

を
経
て
最
終
的
な
確
定
が
享
保
期
頃
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
は
本
家
だ
け
で
な
く
分
家
・
別
家
と
い
っ
た
末
家
を
含
む
同
族
団
を
各
家
が

確
立
さ
せ
、
そ
の
繁
栄
・
継
続
の
た
め
の
規
範
を
明
確
に
定
め
る
必
要
性
が
生
じ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
間
で
家
法
の
持
つ

役
割
が
、
創
始
者
の
家
、
つ
ま
り
本
家
単
独
の
繁
栄
・
継
続
と
い
う
性
格
か
ら
、
分
家
・
別
家
を
含
む
同
族
団
全
体
に
範
囲
を
拡
げ
た
上
で
の

繁
栄
・
継
続
と
い
う
も
の
に
変
容
し
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
商
家
に
お
い
て
家
法
と
同
族
団
の
形
成
に
は
相
関
関

係
が
あ
り
、
家
法
の
成
立
過
程
を
み
る
こ
と
で
、
同
族
団
形
成
の
時
期
や
経
緯
を
知
る
こ
と
が
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

先
述
し
た
三
井
・
鴻
池
・
住
友
の
三
家
の
家
法
が
い
ず
れ
も
享
保
期
に
確
立
し
た
一
方
、
現
存
す
る
い
わ
ゆ
る
中
小
商
家
の
家
法
は
江
戸
時

代
後
期
・
末
期
に
成
立
し
た
も
の
が
大
半
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
享
保
期
に
す
で
に
成
立
し
て
い
た
有
名
大
商
家
の
家
法
を
、
あ
る
い
は
広
く

流
布
し
た
代
表
的
・
典
型
的
な
文
言
・
辞
句
を
手
本
と
し
て
用
い
た
も
の
も
多
い（
７
）。

そ
の
た
め
家
法
の
内
容
を
分
析
対
象
と
す
る
場
合
、
個
別

性
・
特
異
性
に
お
い
て
大
商
家
の
そ
れ
に
劣
る
こ
と
か
ら
、
研
究
対
象
と
な
る
こ
と
は
少
な
い
。
し
か
し
、
家
法
の
成
立
と
同
族
団
形
成
・
発

展
の
相
関
関
係
を
意
識
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
視
点
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
家
法
の
内
容
だ
け
で
な
く
、
作
成
さ
れ
た
時
期
の
経
営
状

況
、
ま
た
そ
こ
か
ら
う
か
が
え
る
同
族
団
に
対
す
る
意
識
は
各
家
で
異
な
る
様
相
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ
に
商
家
と
し
て
の
性
格
の
違
い

が
表
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
宇
都
宮
城
下
で
と
も
に
同
業
（
古
着
屋
）
を
営
む
者
で
、
大
商
家
と
い
え
る
佐
野
屋
（
菊
地
）
治
右
衛
門
（
以
下
、
佐

治
と
表
記
）
と
、
中
小
商
家
の
典
型
と
も
い
え
る
丸
井
屋
（
増
渕
）
伊
兵
衛
（
以
下
、
丸
伊
と
表
記
）・
沢
屋
（
野
沢
）
宗
右
衛
門
（
以
下
、

沢
宗
と
表
記
）
と
い
う
三
つ
の
商
家
に
つ
い
て
、
各
々
の
家
に
伝
わ
る
家
法
と
、
そ
れ
に
準
じ
る
、
あ
る
い
は
近
し
い
性
格
を
持
つ
史
料
を
指

標
と
し
て
、
同
族
団
の
形
成
お
よ
び
発
展
・
継
続
に
対
す
る
意
識
を
比
較
す
る
。
そ
こ
か
ら
一
地
方
都
市
の
商
家
に
お
け
る
商
家
同
族
団
の
展
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開
様
相
の
違
い
と
、
そ
れ
が
各
家
の
経
営
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
た
の
か
を
考
え
て
い
き
た
い
。

　

な
お
、
城
下
の
商
家
に
関
す
る
先
行
研
究
に
は
、『
栃
木
県
史
』
編
纂
に
携
わ
っ
た
入
江
宏
氏
の
蓄
積
が
あ
る
。
入
江
氏
は
主
に
教
育
史
の

視
点
か
ら
、
近
世
下
野
の
城
下
町
や
在
郷
商
人
の
家
訓
・
店
則
に
対
す
る
分
析
を
行
い
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
教
訓
的
内
容
や
子
弟
・
奉
公
人
の

教
育
制
度
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る
（
８
）。

こ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
第
二
章
で
論
じ
る
。

　

ま
た
本
稿
で
は
分
家
・
別
家
の
区
別
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
史
料
中
の
表
記
に
従
っ
た
が
、
と
く
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
個
々

の
商
家
の
事
例
に
お
け
る
定
義
か
ら
判
断
し
た
。

Ⅰ　

城
下
の
古
着
商
人
に
お
け
る
三
家
の
位
置
付
け

　

三
家
を
個
別
に
考
察
し
て
い
く
前
に
、
ま
ず
は
城
下
の
古
着
商
人
で
三
家
が
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
っ
た
の
か
を
概
略
的
に
考
え
、
比
較
考

察
の
一
助
と
し
た
い
。
こ
こ
で
は
本
稿
で
主
に
言
及
す
る
年
代
を
考
慮
し
、
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
か
ら
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
ま
で
の

古
着
仲
間
の
活
動
を
ま
と
め
た
「
古
着
仲
間
私
用
帳（
９
）」

と
、
嘉
永
期
（
一
八
四
八
︱
一
八
五
四
）
に
作
成
さ
れ
た
商
人
番
付
を
活
用
す
る
。

１　
「
古
着
仲
間
私
用
帳
」
寄
銭
の
記
録
か
ら

　

ま
ず
、「
古
着
仲
間
私
用
帳
」
に
み
ら
れ
る
三
度
の
寄
銭
の
記
録
に
つ
い
て
整
理
す
る
。
寄
銭
と
は
寄
附
金
の
こ
と
と
み
ら
れ
、
最
初
の
も

の
は
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
正
月
、
鹿
沼
街
道
中
の
橋
一
三
ヶ
所
が
大
破
し
、
往
来
の
人
馬
に
差
し
支
え
が
生
じ
て
い
た
。
そ
こ
で
宇
都
宮

城
下
の
桂
林
寺
が
願
主
と
な
り
、
当
所
往
来
の
「
諸
商
人
衆
」
へ
寄
附
を
募
り
、
二
月
二
七
日
に
宇
都
宮
古
着
仲
間
内
で
集
金
が
行
わ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
二
度
目
は
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
八
月
、
同
じ
く
鹿
沼
街
道
の
村
に
あ
る
姿
川
橋
が
大
破
し
た
際
の
寄
附
。
三
度
目
は
金
額
と

個
人
名
が
記
さ
れ
る
前
に
「
鹿
沼
道
普
請
入
用
取
集
控
」
と
あ
り
、
寛
政
一
三
年
（
一
八
〇
一
）
正
月
の
記
録
と
み
ら
れ
る
。
三
度
の
寄
銭
は
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い
ず
れ
も
普
請
に
対
す
る
も
の
で
、
短
期
間
に
行
わ
れ
て
い
る
た
め
構
成
員
の
変
動
は
少
な
い
。
ま
た
こ
の
他
、
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
に

「
鹿
沼
宿
橋
銭
」
を
集
め
た
と
い
う
旨
の
覚
書
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
人
数
割
合
ニ
可
被
成
候
」、
全
員
で
割
り
勘
に
し
た
と
書
か
れ
て
お
り
、

銭
額
が
均
等
で
あ
っ
た
た
め
個
人
名
の
記
載
は
な
い
。
こ
こ
か
ら
推
測
す
る
に
、
納
額
の
異
な
る
三
度
の
寄
銭
の
記
録
か
ら
は
、
仲
間
構
成
員

の
個
人
名
と
、
各
々
の
経
済
力
が
概
ね
う
か
が
え
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
個
人
名
・
銭
額
を
ま
と
め
た
【
表
１
】
で
は
個
人
の
経
済
力
を
比
較

す
る
た
め
、
銭
額
に
よ
っ
て
便
宜
上
の
ラ
ン
ク
を
設
定
し
、
そ
れ
と
参
加
回
数
を
も
と
に
整
序
し
た
。

　

こ
こ
か
ら
、
寛
政
年
間
に
お
け
る
古
着
仲
間
の
総
人
数
は
四
〇
か
ら
五
〇
人
前
後
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
個
人
名
を
み
る
と
、
佐
野
屋
、

沢
屋
、
田
野
屋
、
大
野
屋
な
ど
、
同
屋
号
を
持
つ
者
が
目
立
つ
。
各
家
の
分
家
・
別
家
に
つ
い
て
明
確
な
史
料
は
少
な
い
が
、
城
下
の
古
着
屋

が
集
中
し
た
寺
町
と
宮
嶋
町
で
同
屋
号
を
持
つ
者
は
分
家
・
別
家
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
同
族
団
の
広
が
り
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
三
度
の
寄
銭
で
唯
一
す
べ
て
二
〇
〇
文
の
寄
附
を
し
た
佐
治
と
沢
宗
が
注
目
さ
れ
る
。
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
佐
治
は
宇
都
宮
で
代
表

的
な
豪
商
の
一
人
で
あ
り
、
佐
野
屋
一
統
の
本
家
と
し
て
大
き
な
経
済
力
を
持
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
、
沢
宗
が
古
着
仲
間
に
お
い
て
佐
治
と
肩

を
並
べ
る
存
在
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
二
人
を
筆
頭
に
、
納
額
の
高
い
者
は
、
仲
間
構
成
員
の
中
で
も
経
済
力
を
持
つ
者
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

２　

商
人
番
付
か
ら

　

次
に
、
古
着
商
人
の
経
済
力
が
う
か
が
え
る
他
の
史
料
と
し
て
、
商
人
番
付
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
宇
都
宮
に
は
三
つ
の
番
付
が
現
存

し
、
嘉
永
元
年
を
番
付
①
、
嘉
永
四
年
成
立
と
み
ら
れ
る
も
の
を
番
付
②
、
嘉
永
七
年
を
番
付
③
）
（1
（

と
し
て
そ
の
構
成
概
要
と
人
数
を
ま
と
め
た

も
の
が
【
表
２
】
Ａ
、
各
番
付
か
ら
古
着
商
人
の
み
を
抽
出
し
た
も
の
が
同
Ｂ
で
あ
る
。
番
付
の
性
格
上
、
記
名
順
が
資
産
の
多
少
や
経
営
状

況
を
正
確
に
表
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
各
番
付
の
一
段
目
（
大
関
か
ら
前
頭
）
に
は
城
下
で
代
表
的
な
豪
商
が
見
ら
れ
、
二
段
目
以
降

の
者
た
ち
も
、
番
付
へ
の
掲
載
が
妥
当
な
経
済
力
を
持
つ
、
あ
る
程
度
富
裕
な
者
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
各
番
付
の
中
心
部
分
に



　　お茶の水史学　58号　　46

は
町
年
寄
を
世
襲
し
た
森
田
・
植
木
・
長
江
ら
が
行
司
や
世
話
人
・
勧
進
元
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
が
省
略
し
た
。

　

こ
の
表
を
み
る
と
、
上
位
六
名
に
該
当
す
る
佐
野
屋
孝
兵
衛
・
佐
野
屋
治
右
衛
門
・
佐
野
屋
丹
兵
衛
・
植
木
屋
伊
兵
衛
・
玉
屋
長
蔵
・
丸
井

屋
伊
兵
衛
は
そ
の
順
位
が
ほ
ぼ
固
定
し
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
う
ち
佐
野
屋
孝
兵
衛
に
つ
い
て
は
詳
細
を
後
述
す
る
が
、
文
化
一
一
年
（
一

八
一
四
）
に
佐
治
よ
り
江
戸
日
本
橋
へ
分
家
出
店
し
、
以
後
居
宅
は
宇
都
宮
寺
町
へ
構
え
つ
つ
も
江
戸
で
の
経
営
が
中
心
で
あ
っ
た
。
安
政
期

（
一
八
五
四
︱
一
八
六
〇
）
に
は
完
全
に
経
営
を
宇
都
宮
へ
移
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
番
付
の
成
立
年
代
か
ら
も
こ
こ
で
宇
都
宮
の
古
着
商

人
と
し
て
扱
う
に
は
性
格
が
や
や
異
な
る
。
し
か
し
佐
野
屋
一
統
に
対
す
る
考
察
を
行
う
た
め
こ
こ
に
記
し
た
。
以
上
を
考
慮
し
、
嘉
永
期
に

お
け
る
宇
都
宮
の
代
表
的
な
古
着
商
人
と
し
て
、
佐
野
屋
治
右
衛
門
・
佐
野
屋
丹
兵
衛
・
植
木
屋
伊
兵
衛
・
玉
屋
長
蔵
・
丸
井
屋
伊
兵
衛
の
名

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
者
た
ち
は
先
述
し
た
【
表
１
】
で
網
掛
け
し
た
。「
古
着
仲
間
私
用
帳
」
の
記
述
に
よ
る
と
玉
屋
長
蔵
は
寛

政
一
〇
年
（
一
七
九
八
）
に
玉
屋
藤
兵
衛
よ
り
別
家
し
た
た
め
、
寄
銭
は
三
度
目
の
み
の
参
加
で
あ
り
、
佐
野
屋
丹
兵
衛
は
文
化
一
〇
年
（
一

八
一
三
）
に
佐
治
よ
り
別
家
し
た
た
め
、
寄
銭
の
記
録
に
は
ま
だ
名
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
両
者
を
他
の
者
と
比
較
す
る
の
は
難
し
い

が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
丸
伊
で
あ
る
。【
表
１
】
を
み
る
と
、
佐
治
の
納
額
は
三
度
す
べ
て
二
〇
〇
文
、
植
木
屋
伊
兵
衛
は
一
〇
〇
文
・

五
〇
文
・
五
〇
文
だ
が
仲
間
構
成
員
の
中
で
上
位
層
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
丸
伊
は
五
〇
文
・
二
四
文
・
二
四
文
で
、
三
度
の
寄
銭
す
べ
て
に

参
加
し
た
構
成
員
の
中
で
は
納
額
が
最
も
低
く
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
丸
伊
は
少
な
く
と
も
三
度
目
の
寄
銭
が
実
施
さ
れ
た
寛
政
一
三
年

（
一
八
〇
一
）
の
時
点
で
は
富
裕
な
古
着
商
人
と
は
言
え
な
か
っ
た
が
、
番
付
が
成
立
し
た
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
に
は
そ
の
経
済
力
が
周

知
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で
も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
沢
宗
の
変
化
で
あ
る
。【
表
１
】
で
佐
治
と
と
も
に
古
着
商
人
の
ト
ッ
プ
に
あ
っ
た
沢
宗
だ
が
、【
表

２
】
Ｂ
を
み
る
と
、
番
付
に
は
そ
の
名
が
無
い
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
完
全
な
る
交
替
で
は
な
い
に
し
て
も
、
沢
宗
と
丸
伊
は
寛
政
期
か

ら
嘉
永
期
の
間
に
そ
の
経
済
力
と
城
下
の
富
裕
商
人
と
し
て
の
認
知
度
が
逆
転
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
【
表
２
】
Ｂ
で
は
、
丸

伊
の
別
家
庄
蔵
（
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
出
店
）
と
沢
宗
の
分
家
忠
助
（
出
店
年
代
不
明
）
お
よ
び
分
家
・
別
家
ま
た
は
孫
別
家
と
み
ら
れ
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る
佐
七
（
文
政
六
（
一
八
二
三
）
出
店
）
も
網
掛
け
し
た
。
こ
れ
を
み
る
と
、
沢
屋
忠
助
は
番
付
①
で
四
段
目
に
あ
る
が
以
降
の
番
付
に
は
記

さ
れ
ず
、
沢
屋
佐
七
は
三
つ
の
番
付
で
す
べ
て
四
段
目
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
丸
井
屋
庄
蔵
は
番
付
②
に
は
み
ら
れ
な
い
が
、
番
付

①
・
③
で
二
段
目
に
記
さ
れ
て
い
る
。
記
載
さ
れ
る
段
の
差
が
経
済
力
の
差
を
正
確
に
表
す
と
は
言
い
切
れ
な
い
が
、
分
家
・
別
家
ま
た
は
孫

別
家
と
い
う
同
族
団
全
体
を
考
察
す
る
一
助
と
な
る
だ
ろ
う
。
と
く
に
沢
屋
忠
助
に
つ
い
て
は
、「
古
着
仲
間
私
用
帳
」
で
別
家
を
数
人
出
し

て
お
り
、
さ
ら
に
【
表
１
】
か
ら
も
寛
政
期
の
古
着
仲
間
構
成
員
で
佐
治
・
沢
宗
に
次
ぐ
経
済
力
を
有
し
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
が
、
番
付
か

ら
は
、
本
家
沢
宗
同
様
に
嘉
永
期
に
は
そ
の
勢
力
が
弱
く
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
寛
政
期
か
ら
嘉
永
期
に
お
け
る
宇
都
宮
の
古
着
商
人
で
、
筆
頭
と
し
て
圧
倒
的
な
経
済
力
を
変
わ
ら
ず
有
し
た
の
が

佐
治
、
寛
政
期
に
は
佐
治
に
匹
敵
す
る
経
済
力
を
持
ち
な
が
ら
も
嘉
永
期
に
は
そ
の
地
位
を
退
く
こ
と
と
な
っ
た
の
が
沢
宗
、
そ
し
て
寛
政
期

以
降
に
力
を
伸
ば
し
嘉
永
期
に
は
富
裕
な
古
着
商
人
の
上
位
層
に
名
を
連
ね
た
の
が
丸
伊
で
あ
る
と
い
え
る
。
彼
ら
個
人
だ
け
で
な
く
、
彼
ら

を
本
家
と
す
る
同
族
団
を
包
括
的
に
み
て
も
、
同
様
の
変
化
が
想
像
さ
れ
る
。
寛
政
期
か
ら
嘉
永
期
と
い
う
約
五
〇
年
間
は
、
商
家
が
成
長
す

る
に
も
衰
退
す
る
に
も
充
分
な
年
月
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
三
者
が
商
家
で
あ
る
以
上
、
そ
の
成
長
と
衰
退
は
経
営
の
手
腕
に
大
き
く
左
右

さ
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、
経
営
の
根
幹
に
は
各
家
の
方
針
が
あ
り
、
長
期
間
栄
え
た
家
で
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
方
針
は
各
家
の
精
神
と
し
て

脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
方
針
や
精
神
が
経
営
へ
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
で
、
三
家
、
と
り
わ
け

沢
宗
・
丸
伊
の
両
家
の
経
営
転
換
の
根
本
的
要
因
に
迫
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
。

　

本
稿
で
は
以
上
の
視
点
を
含
め
、
各
家
の
同
族
団
形
成
・
発
展
に
対
す
る
意
識
の
分
析
を
試
み
、
よ
り
明
確
に
各
家
の
内
情
に
迫
る
よ
う
努

め
た
。
そ
の
よ
う
な
目
的
か
ら
、
史
料
内
容
を
適
宜
詳
述
し
た
が
、
家
督
相
続
や
分
家
・
別
家
の
形
成
と
い
っ
た
同
族
団
の
展
開
に
関
す
る
も

の
を
論
証
の
軸
と
し
た
。
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Ⅱ　

佐
野
屋
治
右
衛
門
（
寺
町
菊
地
家
）

１　

本
家
佐
治
と
分
家
佐
孝
に
つ
い
て

　

佐
野
屋
治
右
衛
門
は
、
旧
く
か
ら
寺
町
で
古
着
・
質
屋
渡
世
に
あ
っ
た
佐
野
屋
（
菊
地
）
本
家
の
長
で
あ
る
）
（（
（

。
当
家
は
宇
都
宮
を
代
表
す
る

豪
商
の
一
人
で
、
文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）
か
ら
安
政
期
ま
で
は
江
戸
の
分
家
佐
孝
の
発
展
が
顕
著
と
な
り
、
佐
治
自
身
も
天
保
期
以
降
は

古
着
・
質
屋
の
ほ
か
木
綿
・
金
融
業
が
中
心
と
な
る
た
め
丸
伊
・
沢
宗
の
両
家
と
は
経
営
の
規
模
や
性
格
が
異
な
る
。
し
か
し
古
着
仲
間
構
成

員
と
し
て
丸
伊
・
沢
宗
と
の
関
係
も
深
く
、
本
稿
で
扱
う
史
料
の
年
代
に
お
い
て
、
古
着
商
い
は
主
た
る
渡
世
向
き
と
い
え
る
た
め
、
古
着
商

人
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
と
し
た
。
現
存
史
料
は
孝
兵
衛
家
に
伝
わ
る
も
の
で
、
宇
都
宮
で
の
経
営
を
詳
述
す
る
も
の
は
少
な
い
が
、
そ
の
中

で
本
家
佐
治
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
本
稿
で
は
菊
地
家
の
概
要
を
知
る
こ
と
が
可
能
な
「
家
格
連
印
帳
」「
菊
池
家
中
興
ノ
系
図
」
と
明
治

七
年
（
一
八
七
四
）
作
成
の
系
図
（
表
題
な
し
）
を
使
用
す
る
。「
家
格
連
印
帳
」
に
よ
る
と
、
当
家
の
旧
い
記
録
は
明
和
年
間
（
一
七
六
四

︱
一
七
七
二
）
の
火
災
で
焼
失
し
て
お
り
、
正
式
な
記
録
は
四
代
以
降
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
佐
治
の
経
営
と
家
督
相
続
の
概
要
を

み
る
た
め
、「
菊
池
家
中
興
ノ
系
図
」、
明
治
七
年
の
系
図
を
も
と
に
本
家
の
概
要
を
【
図
１
】
に
、
主
な
人
物
の
系
図
を
【
図
２
】
に
ま
と
め

た
。「
菊
池
家
中
興
ノ
系
図
」
は
佐
野
屋
一
統
の
発
展
の
過
程
を
家
譜
形
式
で
示
し
た
文
書
で
、
表
題
・
年
代
・
執
筆
者
は
記
さ
れ
て
い
な
い

が
、
内
容
か
ら
判
断
し
て
分
家
二
代
孝
兵
衛
の
作
成
と
思
わ
れ
、
宇
都
宮
の
本
家
と
別
家
の
推
移
が
中
心
と
な
る
。
明
治
七
年
の
系
図
は
こ
の

「
菊
池
家
中
興
ノ
系
図
」
を
簡
略
化
し
て
本
家
の
相
続
関
係
者
の
み
を
記
し
、
俗
名
等
の
詳
細
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

　
【
図
１
】
か
ら
、
佐
治
は
享
保
年
間
（
一
七
一
六
︱
一
七
三
六
）
に
別
家
を
創
設
以
降
、
城
下
に
次
々
と
出
店
を
増
や
し
、
と
く
に
一
〇
代

の
時
に
大
き
な
発
展
を
迎
え
た
と
い
え
る
。
例
え
ば
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
に
番
頭
の
橋
本
文
蔵
が
下
総
佐
原
に
別
家
、
こ
れ
は
初
の
遠
隔

地
出
店
で
あ
っ
た
。
文
化
一
〇
年
（
一
八
一
三
）
に
は
寺
町
に
吉
田
丹
兵
衛
が
別
家
、
そ
し
て
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
に
婿
入
り
し
た
孝
兵



49　　一九世紀宇都宮の商家同族団

衛
（
知
良
）
は
、
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
に
一
〇
代
の
弟
（
栄
親
）
に
家
督
権
（
一
一
代
）
を
譲
り
、
自
分
は
文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）、

江
戸
に
分
家
と
し
て
出
店
し
た
。
江
戸
に
進
出
し
た
孝
兵
衛
は
、
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
に
は
江
戸
の
「
諸
問
屋
名
前
帳
」
に
呉
服
問
屋
・

白
子
組
木
綿
問
屋
と
し
て
名
を
連
ね
た
。
同
時
期
に
は
質
屋
・
両
替
も
兼
ね
、
関
東
一
円
に
五
〇
軒
以
上
の
別
家
・
孫
別
家
が
あ
っ
た
。
例
え

ば
【
図
２
】
に
示
し
た
、
本
家
一
一
代
に
婿
入
り
し
真
岡
に
出
店
し
た
代
吉
や
江
戸
の
兵
吉
と
い
っ
た
別
家
連
中
と
の
連
携
を
通
し
て
、
絹
や

木
綿
の
売
買
を
中
心
と
す
る
業
務
提
携
を
一
統
内
で
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
大
き
く
成
長
し
た
と
い
え
る
。
し
か
し
ペ
リ
ー
来
航
に
始
ま
る
江
戸

の
混
乱
や
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
の
大
地
震
な
ど
の
影
響
で
、
二
代
孝
兵
衛
は
経
営
不
振
と
な
り
江
戸
か
ら
引
き
揚
げ
、
以
後
は
宇
都
宮

で
新
田
開
発
を
中
心
と
す
る
経
営
へ
転
換
す
る
。
こ
れ
が
大
い
に
成
功
し
、
本
家
を
凌
ぐ
経
済
力
を
有
し
実
質
的
な
一
統
の
ト
ッ
プ
と
な
っ
た

と
い
え
る
。

　

入
江
氏
は
、
宇
都
宮
城
下
の
商
家
の
う
ち
佐
孝
に
つ
い
て
特
に
詳
し
い
分
析
を
行
い
、
当
家
の
家
訓
・
店
則
に
含
ま
れ
る
教
訓
的
内
容
や
奉

公
人
養
成
制
度
、
お
よ
び
そ
こ
に
影
響
を
与
え
た
と
み
ら
れ
る
教
育
理
念
や
思
想
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
佐
孝
が
関
わ
っ
た
家
法
・
店
則

の
類
に
対
し
、
佐
野
屋
一
統
の
「
暖
簾
内
結
合
強
化
の
方
策
」
と
し
て
家
法
「
家
格
連
印
帳
」
に
触
れ
、
ま
た
孝
兵
衛
が
諸
家
の
家
法
等
を
蒐

集
し
た
と
思
わ
れ
る
編
纂
物
や
、
教
訓
書
の
類
を
含
む
著
書
に
つ
い
て
も
、
孝
兵
衛
が
受
け
た
思
想
的
・
文
化
的
影
響
を
考
慮
し
な
が
ら
詳
細

な
分
析
を
行
っ
て
い
る
）
（1
（

。
本
稿
で
は
入
江
氏
の
見
解
に
拠
り
な
が
ら
も
、
あ
く
ま
で
宇
都
宮
城
下
で
活
動
し
た
商
人
の
様
態
を
知
る
目
的
か

ら
、
江
戸
で
活
躍
し
た
孝
兵
衛
に
つ
い
て
は
以
後
詳
述
せ
ず
、
本
家
佐
治
を
中
心
と
す
る
宇
都
宮
で
の
活
動
に
注
目
し
た
い
。

　

本
家
一
一
代
佐
治
は
孝
兵
衛
が
分
家
し
た
同
時
期
か
ら
約
二
〇
年
間
営
業
を
休
止
し
、
一
統
の
活
動
は
江
戸
（
孝
兵
衛
）
が
中
心
と
な
る
。

こ
の
間
の
本
家
は
貯
蓄
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
た
よ
う
で
詳
細
は
不
明
だ
が
、「
菊
池
家
中
興
ノ
系
図
」
に
は
天
保
四
年
「
諸
国
共
凶
作
」
の

際
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　

史
料
１

宗
家
幷
崎
尾
新
右
衛
門
両
人
相
談
シ
、
御
役
所
願
済
ノ
上
、
両
家
米
六
百
四
拾
二
俵
、
救
ノ
為
メ
下
直
ニ
売
出
シ
候
事
、
売
場
ハ
石
町
也
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シ
ヨ
シ
（
中
略
）

十
月
七
日
ヨ
リ
廿
一
日
迄
売
ツ
カ
ハ
シ
候
ノ
ト
コ
ロ
、
身
元
相
応
ノ
者
迄
買
ニ
来
リ
候
由
相
知
レ
候
ニ
付
、
十
三
日
ヨ
リ
町
方
幷
郷
方
名

主
へ
相
談
ノ
上
難
渋
ノ
者
計
リ
右
名
主
ヨ
リ
手
形
相
渡
シ
、
引
替
ノ
上
売
渡
ス

右
之
外
宗
家
一
己
二
ヶ

（
家
）町

方
近
郷
極
難
之
者
内
々
聞
糺
シ
、
夜
中
無
印
燈
ニ
テ
五
百
文
三
百
文
ツ
ヽ
店
内
ノ
者
ヲ
以
テ
密
々
相
施
シ
候
、

始
ハ
施
主
不
相
智

（
知
）候

処
追
々
両
三
日
相
立
自
然
ト
相
知
レ
、
窮
人
共
相
待
候
様
相
成
候
由
、
尤
町
々
名
主
ヨ
リ
困
窮
者
願
来
リ
候
分
ハ
其

歳
中
ハ
差
遣
ス
、（
中
略
）

猶
又
近
所
其
外
極
難
之
者
願
来
候
分
ハ
米
銭
見
計
ヘ
差
遣
ス
、
宗
家
コ
ノ
為
メ
ニ
所
費
大
凡
三
百
金
余
、
依
之
町
内
無
難
ニ
相
成
候
ヨ
シ

（
中
略
）

同（
天
保
五
年
）

四
月
、
宗
家
是
迄
廿
年
来
無
商
売
ニ
テ
罷
有
候
処
、
泰
平
之
御
恩
澤
為
可
奉
報
、
殊
ニ
五
七
年
物
入
多
ク
資
本
金
相
減
候
ニ
付
衆
評
ノ

上
商
ヲ
始
ム
、

　

城
下
窮
乏
の
際
、
佐
治
と
同
様
に
城
下
の
豪
商
と
し
て
知
ら
れ
る
崎
尾
（
荒
物
屋
）
新
右
衛
門
）
（1
（

と
と
も
に
自
発
的
に
六
四
二
俵
も
の
米
を
安

値
で
売
っ
た）
（1
（

上
、
町
方
・
近
郷
の
極
難
者
へ
は
三
〇
〇
か
ら
五
〇
〇
文
ほ
ど
の
施
し
を
行
っ
た
と
い
う
。
こ
の
出
費
は
か
な
り
嵩
み
、
翌
天
保

五
年
（
一
八
三
四
）
に
は
こ
れ
ま
で
の
「
無
商
売
」
に
よ
り
い
よ
い
よ
資
本
金
も
減
り
、「
衆
評
ノ
上
」
営
業
を
再
開
し
た
と
あ
り
、
こ
の
際

「
地
白
木
綿
、
鹿
沼
麻
地
足
袋
商
売
」
を
開
始
し
た
（
本
文
に
は
「
開
業
」
と
も
書
か
れ
て
い
る
）。
こ
の
後
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）、
嗣
子

が
な
い
本
家
一
三
代
治
衛
門
の
相
続
を
め
ぐ
る
問
題
が
起
き
る
。
そ
の
対
応
が
わ
か
る
も
の
と
し
て
、「
菊
池
家
中
興
ノ
系
図
」
末
部
の
「
出

店
覚
」
と
記
さ
れ
た
部
分
か
ら
、
鈴
木
久
右
衛
門
家
の
一
部
を
次
に
あ
げ
る
。

　

史
料
２

弘
化
初
年
、
栄（

十
一
代
）

親
君
ノ
末
子
乕
之
助
ヲ
請
テ
養
子
ト
ス
、
嘉
永
四
年
辛
亥
、
宗
家
相
続
人
無
之
ニ
ヨ
リ
堀
郷
三
君
・
謙（

十
二
代
）

二
君
・
鈴
木
久
右
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衛
門
相
談
ノ
上
、
実
体
ナ
ル
ニ
付
呼
戻
シ
テ
家
督
ト
シ
、
謙
二
君
後
見
ス
、
鈴
木
之
家
血
道
ノ
断
ル
コ
ト
最
可
嘆
コ
ト
ナ
リ

　

つ
ま
り
、
別
家
鈴
木
久
右
衛
門
の
養
子
と
な
っ
て
い
た
一
一
代
の
二
男
・
乕
之
助
を
、
本
家
の
血
を
継
ぐ
者
と
し
て
呼
び
戻
し
、
一
三
代
治

右
衛
門
を
相
続
さ
せ
た
と
わ
か
る
。
こ
こ
で
本
家
相
続
に
対
し
て
血
縁
を
重
視
し
た
こ
と
が
顕
著
で
あ
る
。

２　
「
家
格
連
印
帳
」
の
成
立
と
内
容

　

佐
治
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
す
る
た
め
、
佐
野
屋
一
統
の
家
法
と
い
え
る
「
家
格
連
印
帳
」
を
み
て
い
き
た
い
。
内
容
の
概
要
は
【
表
３
】

と
な
る
。
こ
れ
は
文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）
二
月
、
本
家
一
一
代
母
の
葬
儀
の
際
に
作
成
し
た
と
み
ら
れ
、
宇
都
宮
の
本
家
に
て
会
合
、

「
本
家
旧
来
之
例
格
」
を
元
に
制
定
さ
れ
、
分
家
・
別
家
一
同
が
こ
れ
に
調
印
し
た
。
条
目
は
全
五
〇
条
で
、
前
半
部
分
に
は
本
家
第
一
主
義

を
掲
げ
た
上
で
の
相
続
や
分
家
・
別
家
に
関
す
る
条
が
多
く
、
店
内
の
相
互
扶
助
を
喚
起
し
な
が
ら
、
両
者
に
対
し
て
明
確
な
区
別
を
し
、

様
々
な
規
定
を
設
け
て
い
る
。
後
半
は
日
常
の
心
構
え
や
祭
礼
・
忌
日
、
衣
服
や
他
出
に
関
す
る
も
の
が
目
立
つ
。
家
の
制
度
に
対
す
る
条
目

が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
家
法
が
一
統
の
繁
栄
と
家
業
安
定
の
維
持
を
目
指
し
、
同
族
団
と
し
て
の
組
織
強
化
を
意
図
し
た
も
の
だ

と
わ
か
る
。
こ
こ
で
は
経
営
に
関
わ
る
方
針
よ
り
も
、
主
に
相
続
や
一
統
内
の
序
列
に
関
す
る
項
に
注
目
す
る
。

　

入
江
氏
は
こ
の
「
家
格
連
印
帳
」
制
定
時
の
会
合
に
つ
い
て
、
主
宰
者
は
一
一
代
治
右
衛
門
だ
が
、
当
時
病
身
（
中
風
）
に
あ
っ
た
こ
と
等

を
考
慮
し
、
分
家
と
い
う
格
式
と
家
内
一
統
に
お
け
る
新
興
勢
力
筆
頭
と
し
て
の
経
済
力
か
ら
、
孝
兵
衛
が
主
導
者
で
あ
っ
た
と
み
て
い
る
。

さ
ら
に
、
江
戸
で
当
代
一
流
の
商
家
の
店
制
に
ふ
れ
る
機
会
を
も
ち
、
ま
た
近
江
・
伊
勢
商
人
の
店
制
に
も
関
心
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
孝
兵

衛
が
、
そ
の
要
素
を
手
本
と
し
て
取
り
入
れ
な
が
ら
、
組
織
体
系
を
造
ろ
う
と
し
た
様
子
が
反
映
さ
れ
て
い
る
、
と
し
て
い
る
）
（1
（

。
氏
の
見
解
の

よ
う
に
、「
家
格
連
印
帳
」
が
制
定
さ
れ
た
文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）
の
時
点
で
佐
孝
は
す
で
に
江
戸
で
の
経
営
を
軌
道
に
乗
せ
、
休
業
中

の
本
家
に
代
わ
る
発
言
力
を
有
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
分
家
と
い
う
立
場
以
上
に
、
江
戸
で
の
実
績
、
そ
し
て
様
々
な
大
店



　　お茶の水史学　58号　　52

の
経
営
を
目
の
当
た
り
に
し
て
得
た
豊
富
な
知
識
が
現
実
的
な
主
導
権
の
要
因
と
し
て
あ
り
、「
家
格
連
印
帳
」
に
そ
の
意
思
が
多
く
反
映
さ

れ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
れ
が
宇
都
宮
に
み
ら
れ
る
商
家
の
規
定
で
群
を
抜
い
て
精
巧
か
つ
洗
練
さ
れ
た
、
体
系
立
っ
た
家
法
の
成
立
所
以
と

考
え
ら
れ
る
。

　

ま
ず
は
こ
の
「
家
格
連
印
帳
」
作
成
時
の
会
合
の
様
子
が
「
菊
池
家
中
興
ノ
系
図
」
に
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
次
に
示
す
。

　

史
料
３

同
（
文
政
一
一
年
二
月
）

年
同
月
栄
親
院

（
一
一
代
）

君
・
予（

初
代
孝
兵
衛
）

ヵ
先
君
幷
ニ
別
家
店
内
ノ
者
評
議
ノ
上
、
本
家
旧
来
之
例
格
ヲ
増
損
シ
家
格
ヲ
定
ム
、
分
家
別
家
一
同
調
印

シ
、
則
其
書
ヲ
家
格
連
印
帳
ト
題
ス

是
外
分
家
別
家
中
よ
り
出
店
ノ
証
文
ヲ
定
ル
、
本
家
幷
ニ
店
内
中
世
話
方
行
司
両
人
ヲ
定
ム
、
一
同
之
目
鑑
ヲ
以
テ
太（

岡
部
）兵

衛
・
久（

鈴
木
）右

衛
門

へ
申
付
、
以
後
内
外
之
事
両
人
ニ
シ
メ
テ
取
行
フ
、

但
シ
両
人
よ
り
血
判
之
神
文
是
取
ル
、
旧
店
再
興
之
為
メ
宗
家
ヨ
リ
資
本
金
遣
ハ
サ
レ
タ
ル
覚
へ

　

金
弐
百
両
也　

太
兵
衛

　

金
弐
百
両
也　

久
右
衛
門

　

金　
百　
両
也　

吉
右
衛
門

　

金　
百　
両
也　

与　

八

　

金　
百　
両
也　

久　

七

　

金
五
拾
両
也　

荘　

七

　

金
五
拾
両
也　

新　

蔵

　

〆
七
人

右
之
節
、
孝
兵
衛
長
四
郎
ト
改
、
蓋
シ
宗
家
中
興
之
先
祖
称
セ
ラ
レ
シ
名
ナ
リ
、
文
蔵
長
作
ト
改
名
、
是
モ
亦
宗
家
曾
テ
称
セ
ラ
レ
シ
名
也
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当
時
、
分
家
の
孝
兵
衛
（
江
戸
日
本
橋
元
浜
町
）、
別
家
の
橋
本
文
蔵
（
下
総
国
佐
原
）・
吉
田
丹
兵
衛
（
宇
都
宮
寺
町
）
は
い
ず
れ
も
発
展

し
て
一
統
内
の
新
興
勢
力
と
い
え
る
存
在
と
な
っ
て
い
た
。「
菊
池
家
中
興
ノ
系
図
」
に
お
け
る
他
の
記
述
を
み
る
と
、
本
家
・
孝
兵
衛
・
文

蔵
・
丹
兵
衛
と
そ
の
他
の
別
家
を
羅
列
す
る
場
合
、「
宗
家
幷
ニ
長
四
郎
・
長

（
橋
本
文
蔵
）

作
・
丹
兵
衛
」、「
栄
親
院
君
・
予（

初
代
孝
兵
衛
）

ヵ
先
君
幷
ニ
別
家
店
内
ノ

者
」、「
栄
親
君
・
予
先
君
・
長
作
幷
店
中
一
同
」
と
い
う
順
序
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
家
治
右
衛
門
・
分
家
孝
兵
衛
・
別
家
橋
本
文

蔵
・
別
家
吉
田
丹
兵
衛
・
そ
の
他
の
別
家
、
と
い
う
序
列
が
意
識
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
家
格
制
定
の
会
合
で
前
面
に
出
た
と
い
え
る
。
一

方
、
寺
町
の
岡
部
（
岩
崎
屋
）
太
兵
衛
と
千
手
町
の
鈴
木
（
佐
野
屋
）
久
右
衛
門
は
、
橋
本
文
蔵
・
吉
田
丹
兵
衛
・
菊
地
孝
兵
衛
の
三
者
が
別

家
・
分
家
と
な
る
以
前
か
ら
の
別
家
で
、「
菊
池
家
中
興
ノ
系
図
」
に
よ
る
と
鈴
木
久
右
衛
門
の
出
店
は
宝
暦
期
（
一
七
五
一
︱
一
七
六
四
）

と
あ
る
。
右
の
史
料
か
ら
、「
旧
店
」
と
さ
れ
る
別
家
へ
「
再
興
」
の
た
め
の
金
子
が
付
与
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
本
家
か
ら
金
子
を
付
与

さ
れ
た
別
家
連
中
は
い
ず
れ
も
旧
く
か
ら
本
家
に
仕
え
た
者
た
ち
で
あ
る
が
、
孝
兵
衛
・
文
蔵
・
丹
兵
衛
の
三
者
に
く
ら
べ
て
そ
の
勢
力
は
弱

く
な
り
、
当
時
は
窮
乏
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

　

入
江
氏
は
こ
の
金
子
付
与
の
措
置
に
つ
い
て
、「
三
店
が
い
わ
ば
佐
野
屋
店
内
に
お
け
る
新
興
勢
力
と
な
っ
た
の
に
対
し
て
、
店
内
の
バ
ラ

ン
ス
を
は
か
る
た
め
旧
店
に
テ
コ
入
れ
を
行
っ
た
と
見
る
の
が
妥
当
」
だ
と
言
及
し
て
い
る
）
（1
（

が
、
世
話
方
行
司
の
任
命
と
別
家
へ
の
金
子
付
与

に
関
し
て
、
そ
の
意
義
を
詳
し
く
考
え
た
い
。

　

ま
ず
、「
家
格
連
印
帳
」
一
四
条
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　

史
料
４

　
　

一
岩
崎
屋
太
兵
衛
、
佐
野
屋
久
右
衛
門
家
の
儀
は
、
盛（

九
代
）

徳
院
様
御
歿
後
女
主
の
処
、
両
人
格
段
世
話
致
シ
、
当
家
致
連
綿
候
儀
、
全
両
人

の
功
ニ
因
る
処
ニ
候
得
は
、
子
孫
末
々
無
麁
略
大
切
ニ
可
致
候
、
且
子
孫
末
々
別
家
の
可
為
上
席
、
其
余
は
別
家
年
月
の
順
に
て
席
可

相
定
候
事
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こ
の
よ
う
に
、
会
合
で
別
家
岡
部
太
兵
衛
・
鈴
木
久
右
衛
門
の
両
家
を
別
家
の
「
上
席
」
つ
ま
り
筆
頭
と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
て
お
り
、

そ
の
根
拠
は
九
代
没
後
の
女
当
主
の
時
期
に
お
け
る
両
家
の
尽
力
で
あ
っ
た
。
両
家
以
外
の
序
列
は
「
別
家
年
月
」、
別
家
と
し
て
本
家
へ
仕

え
た
年
月
の
長
さ
に
拠
る
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
三
六
条
に
は
こ
う
あ
る
。

　

史
料
５

一
年
々
八
月
十
八
日
中
原
明
神
祭
礼
永
々
怠
不
可
有
候
、
尤
分
家
別
家
孫
店
迄
都
て
当
店
の
下
ニ
住
候
者
は
可
相
招
事

　
　

但
右
祭
礼
の
節
、
分
家
店
中
席
の
儀
は
、
其
年
の
店
卸
勘
定
増
高
に
随
席
順
可
有
之
事

　

こ
こ
で
は
祭
礼
の
席
順
に
つ
い
て
、
分
家
は
各
年
の
勘
定
増
高
で
決
定
す
る
と
し
、
序
列
を
そ
の
経
済
力
に
よ
っ
て
明
確
に
す
る
姿
勢
を

と
っ
て
い
る
。
史
料
４
・
５
か
ら
、
経
済
的
序
列
が
分
家
の
み
に
適
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
れ
を
別
家
に
も
適
用
し
た
場
合
、
岡
部
太
兵
衛
・

鈴
木
久
右
衛
門
が
筆
頭
と
は
な
ら
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
っ
た
た
め
に
、
意
図
的
に
避
け
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
家
格
連
印
帳
」

の
内
容
と
、
成
立
時
の
金
子
付
与
お
よ
び
世
話
方
行
司
任
命
と
い
う
対
応
に
は
、
元
来
は
一
統
内
で
指
折
り
の
有
力
者
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に

勢
い
の
衰
え
た
岡
部
・
鈴
木
両
家
へ
の
配
慮
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

つ
ま
り
、「
家
格
連
印
帳
」
成
立
時
に
は
、
分
家
・
別
家
を
多
く
抱
え
た
一
統
の
融
和
・
協
調
を
図
る
た
め
に
、
経
済
力
と
は
別
の
判
断
基

準
と
し
て
本
家
に
長
く
仕
え
功
労
の
あ
る
別
家
に
「
旧
店
」
と
し
て
由
緒
を
認
め
、
そ
の
地
位
を
確
定
さ
せ
る
こ
と
で
、
経
済
成
長
に
よ
っ
て

発
言
力
を
増
す
孝
兵
衛
・
文
蔵
・
丹
兵
衛
に
対
す
る
不
満
を
阻
止
す
る
目
的
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
成
立
時
の
様
子
と
規
定
か

ら
、「
家
格
連
印
帳
」
の
成
立
目
的
に
、
一
統
の
同
族
団
と
し
て
の
組
織
強
化
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
と
同
時
に
、
そ
の
た
め

の
巧
妙
な
思
慮
が
み
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
重
要
な
点
と
し
て
、
こ
の
会
合
の
際
、
孝
兵
衛
は
長
四
郎
、
文
蔵
は
長
作
と
そ
れ
ぞ
れ
本
家
の
祖
先
が
称
し
た
も
の
に
改
名
し
て
い
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る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
本
家
第
一
主
義
に
基
づ
く
、
本
家
へ
の
敬
意
を
示
す
行
動
で
あ
る
と
同
時
に
、
分
家
孝
兵
衛
と
別
家
文
蔵

が
、
そ
の
経
済
力
・
影
響
力
が
本
家
に
匹
敵
し
得
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
、
他
の
分
家
・
別
家
か
ら
同
様
に
認
め
さ
せ
、
一
統
内
で
確

固
た
る
地
位
を
築
く
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
家
格
連
印
帳
」
の
内
容
だ
け
で
な
く
成
立
時
の
一
統
の
内
情

を
考
え
る
こ
と
で
、
当
時
の
佐
野
屋
一
統
の
同
族
団
と
し
て
の
組
織
強
化
の
要
素
に
は
、
佐
野
屋
一
統
の
本
家
・
分
家
・
別
家
の
序
列
を
明
確

に
定
め
、
共
通
意
識
と
し
て
の
秩
序
の
総
括
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
「
菊
池
家
中
興
ノ
系
図
」
の
記
述
で
は
、
本
家
治
右
衛
門
を
「
宗
家
」
と
称
し
、
分
家
孝
兵
衛
を
「
本
家
」
と
称
し
て
い
る
。
こ
れ
は

執
筆
者
で
あ
る
二
代
目
孝
兵
衛
が
、
佐
孝
の
経
済
力
お
よ
び
分
家
・
別
家
の
多
さ
か
ら
も
、
一
統
の
筆
頭
と
い
え
る
力
を
有
し
て
い
る
が
、
あ

く
ま
で
本
家
第
一
主
義
と
い
う
立
場
か
ら
、
自
家
の
上
に
あ
る
本
家
を
「
宗
家
」
と
称
す
る
こ
と
で
大
本
と
し
て
の
威
厳
を
強
調
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
は
、
分
家
・
別
家
連
中
が
今
後
出
店
を
増
や
す
こ
と
で
末
店
か
ら
「
本
家
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
な
ど
、
一
統
の
店
内
勢

力
が
さ
ら
に
広
が
り
続
け
る
こ
と
を
予
測
し
た
上
で
、
本
家
（
宗
家
）
の
唯
一
性
を
強
調
し
た
と
も
捉
え
ら
れ
る
。

　
「
家
格
連
印
帳
」
の
二
〇
条
に
は
、
次
の
よ
う
な
一
統
の
拡
大
を
示
唆
す
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　

史
料
６

　
　

一
分
家
別
家
の
内
若
病
死
等
有
之
節
は
、
別
家
中
よ
り
相
応
の
人
品
相
見
立
、
跡
世
話
掛
り
申
付
、
万
事
可
為
致
世
話
候
、
勿
論
本
家
よ

り
も
厚
致
世
話
、
亡
地
ニ
為
致
間
敷
候

　

分
家
・
別
家
の
相
続
者
が
病
死
し
た
場
合
で
も
「
亡
地
」
と
さ
せ
な
い
こ
と
を
定
め
て
お
り
、
多
く
の
分
家
・
別
家
を
継
続
さ
せ
た
こ
と

は
、
相
続
に
適
し
た
人
材
を
多
く
輩
出
・
包
括
す
る
こ
と
に
な
り
、
先
述
し
た
一
三
代
治
右
衛
門
の
相
続
時
に
本
家
の
血
筋
を
重
視
で
き
た
こ

と
に
繋
が
る
と
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
家
格
連
印
帳
」
と
「
菊
池
家
中
興
ノ
系
図
」
の
記
述
を
合
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
で
、
佐
野
屋
一
統
は
、
一
九
世
紀
前
半
に
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は
す
で
に
五
〇
条
に
お
よ
ぶ
家
法
を
成
立
さ
せ
、
単
な
る
経
営
規
模
の
拡
大
の
み
を
目
的
と
せ
ず
、
同
族
団
と
し
て
、
形
成
の
次
段
階
で
あ
る

守
成
と
さ
ら
な
る
強
固
な
組
織
化
に
乗
り
出
し
て
い
た
と
い
え
る
。

Ⅲ　

丸
井
屋
伊
兵
衛
（
宮
嶋
町
増
渕
家
）

１　

家
史
「
永
用
録
」
の
主
な
内
容
と
当
家
の
あ
ら
ま
し

　

宮
嶋
町
の
増
渕
家
に
は
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
成
立
の
家
史
「
永
用
録
」
が
あ
る
。
中
小
商
家
の
間
で
は
一
八
世
紀
半
ば
頃
か
ら
、
家
法

の
他
、
自
家
の
由
緒
や
先
代
の
功
労
を
子
孫
に
伝
え
る
家
史
も
編
ま
れ
た
）
（1
（

。
家
史
は
家
法
と
は
異
な
る
形
式
を
持
つ
が
、
丸
伊
の
「
永
用
録
」

に
は
当
家
の
歴
史
的
概
要
だ
け
で
な
く
、
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
同
族
団
の
形
成
・
発
展
を
意
識
し
た
多
様
な
教
訓
・
指
南
を
含
む
と
み
ら
れ

る
た
め
、
こ
こ
で
他
家
の
家
法
に
似
た
性
格
を
持
つ
史
料
と
し
て
扱
う
こ
と
と
し
た
。
主
な
内
容
は
年
代
順
に
【
表
４
】
に
ま
と
め
た
。

　

次
に
示
し
た
跋
文
に
は
、
成
立
の
背
景
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

史
料
７

　

従
御
先
祖
四
代
迄
之
旧
記
有
之
由
申
伝
候
得
は

（
マ
ヽ
 不）

相
見
、
依
之
祖
父
遺
言
之
処
有
増
ヲ
記
、

当
家
号
升
屋
也
、
祖
父
保
秀
古
着
屋
相
始
候
砌
、
其
頃
能
筆
五
十
嵐
源
右
衛
門
殿
被
申
候
ニ
ハ
、
其
元
定
紋
丸
ニ
井
筒
ニ
候
間
、
丸
井
屋

ト
改
可
然
、
仮
名
ニ
書
候
ニ
ハ
満
留
以
也
ト
文
字
ニ
相
当
目
出
度
屋
号
也
教
ニ
付
相
改
、
則
暖
簾
之
文
字
右
源
右
衛
門
殿
筆
也
、
至
今
ニ

八
十
有
年
古
着
屋
渡
世
永
続
、
偏
御
先
祖
之
余
光
ニ
保
秀
君
之
丹
誠
也
、
依
之
日
々
家
業
無
怠
相
勤
、
毎
年
正
月
十
六
日
御
先
祖
代
々
年

数
相
改
、
年
忌
供
養
大
切
可
仕
、
是
家
例
也
、
後
年
ニ
相
成
万
端
仕
来
事
た
り
共
、
花
麗
成
儀
致
間
敷
候
、
我
等
近
年
病
身
ニ
相
成
、
書

物
不（

不
自
由
）

由
ニ
付
致
差
図
、
本
文
記
録
倅
彦
太
郎
ニ
認
書
為
致
候
、
我
等
当
酉
五
十
八
才
相
成
、
商
売
向
無
滞
相
勤
居
候
儀
、
仏
神
之
御
加
護

難
有
仕
合
御
座
候
、
右
記
録
之
通
、
子
孫
永
々
急
度
相
守
可
申
者
也
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辛
酉
五
月
吉
日　
　
　
　
　

七
代増

渕
伊
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

当
酉
五
十
八
才

保
良

　

病
身
の
七
代
が
亡
き
祖
父
・
五
代
の
言
葉
を
も
と
に
家
史
を
ま
と
め
、
実
際
の
筆
は
悴
の
彦
太
郎
で
あ
っ
た
。
本
文
は
当
家
の
由
緒
と
家
業

相
続
の
経
緯
を
子
孫
に
伝
え
、
先
祖
の
威
光
を
も
と
に
さ
ら
な
る
商
売
出
精
を
喚
起
し
て
い
る
。「
永
用
録
」
の
内
容
を
も
と
に
し
た
当
家
の

概
要
を
【
図
３
】
に
示
し
た
。
始
祖
は
奥
平
家
の
家
臣
増
渕
善
右
衛
門
の
弟
・
伊
兵
衛
と
あ
り
、
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
の
国
替
後
、
当
地

に
留
ま
り
筆
道
指
南
で
生
計
を
立
て
た
と
い
う
。
二
代
は
魚
屋
渡
世
と
な
り
、
以
後
四
代
ま
で
魚
の
小
売
で
屋
号
は
「
升
屋
」
だ
っ
た
。
四
代

の
嫡
子
は
法
華
信
者
で
「
商
売
向
不
構
」
所
行
の
た
め
相
続
さ
せ
ず
、
宮
嶋
町
加
藤
氏
二
男
・
与
八
を
迎
え
相
続
さ
せ
た
。
こ
れ
が
五
代
伊
兵

衛
（
保
秀
）
と
な
る
。

　

保
秀
は
一
二
歳
か
ら
寺
町
の
古
着
屋
・
玉
屋
市
郎
兵
衛
の
元
で
奉
公
し
、
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
に
増
渕
家
の
養
女
よ
ね
と
結
婚
、
婿
養

子
と
な
っ
た
。
よ
ね
の
実
家
は
扇
町
半
田
屋
庄
七
で
、
明
和
年
間
（
一
七
六
四
︱
一
七
七
二
）、
七
歳
で
当
家
が
貰
い
請
け
、
養
育
し
て
い

た
。
保
秀
は
二
四
歳
で
五
代
を
相
続
し
た
と
あ
り
、
こ
の
年
代
は
不
明
確
だ
が
安
永
年
間
（
一
七
七
二
︱
一
七
八
一
）
と
な
っ
て
い
る
。
家
業

を
継
い
だ
も
の
の
、
魚
屋
渡
世
に
は
向
か
な
か
っ
た
よ
う
で
、
奉
公
先
で
の
経
験
が
き
っ
か
け
と
な
り
古
着
屋
へ
転
身
、
屋
号
も
「
丸
井
屋
」

に
改
め
、
居
住
地
は
城
下
の
古
着
屋
が
集
ま
る
宮
嶋
町
へ
と
移
っ
た
。
し
ば
ら
く
は
借
屋
に
居
住
し
、
養
父
（
四
代
）
か
ら
譲
り
受
け
た
金
五

〇
両
だ
け
で
は
手
広
に
商
い
は
で
き
ず
、「
背
負
荷
商
ひ
五
ヶ
年
之
間
精
々
仕
候
」
と
あ
る
。「
背
負
荷
商
ひ
」
は
振
売
だ
と
思
わ
れ
、
常
設
の

店
舗
を
持
た
な
い
行
商
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
の
後
、
江
戸
で
の
儲
け
話
に
乗
せ
ら
れ
て
大
損
を
し
て
い
る
が
、「
元
来
他
借
之
金
子
ヲ
以
品
物
買
請
候
儀
ニ
付
、
手
前
元
手
金
、
売
残

リ
古
着
不
残
売
払
候
て
も
借
財
高
へ
足
リ
不
申
、
必
至
と
難
渋
仕
候
」
と
あ
り
、
当
時
丸
伊
が
品
物
を
仕
入
れ
る
際
、
周
囲
か
ら
借
金
を
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
七
七
〇
年
代
に
養
子
と
な
っ
た
五
代
に
は
ま
と
ま
っ
た
金
が
な
く
、
仕
入
金
も
不
足
し
て
い
た
。
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こ
の
後
再
び
渡
世
に
出
精
す
る
が
、
あ
る
と
き
帰
宅
す
る
と
店
先
か
ら
品
物
が
盗
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
記
述
に
は
「
帰
宅
見
世
先
を
見
廻
し

候
処
」
と
あ
る
た
め
、
振
売
と
し
て
古
着
商
を
始
め
て
数
年
後
に
は
そ
れ
な
り
の
財
を
貯
え
、
一
七
七
〇
年
代
末
か
ら
一
七
八
〇
年
代
初
め
頃

に
は
、
未
だ
借
屋
で
は
あ
る
が
表
店
で
営
業
し
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
後
も
苦
渋
の
末
に
渡
世
向
を
軌
道
に
乗
せ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
下
積
み

時
代
が
細
か
く
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
ま
た
こ
の
他
、
老
年
の
保
秀
が
自
ら
江
戸
や
そ
の
他
の
地
域
へ
出
向
い
て
「
商
売
無
滞
相

励
」
ん
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
全
体
と
し
て
失
敗
と
成
功
の
両
局
面
を
子
孫
に
教
訓
と
し
て
伝
え
よ
う
と
し
た
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

五
代
の
死
後
、
七
代
（
保
良
）
は
一
時
難
渋
に
傾
く
が
、
周
囲
の
人
間
の
助
け
も
あ
り
乗
り
切
っ
た
。
そ
し
て
天
保
期
に
大
き
な
好
転
機
が

訪
れ
た
。
同
時
期
の
記
録
に
は
こ
う
あ
る
。

　

史
料
８

天
保
六
未
年
、
佐
野
栃
木
古
河
三
ヶ
処
ニ
て
九
月
中
罷
出
、
金
九
百
両
余
買
物
致
し
相
応
之
利
分
ニ
相
成
、
翌
年
申
年
諸
国
凶
作
、
米
穀

大
高
直
、
繰
綿
類
稀
成
高
直
之
様
子
見
込
ニ
付
、
古
着
類
は
勿
論
、
上
夜
具
綿
其
類
買
入
可
申
積
り
、
地
仲
間
幷
ニ
江
戸
表
ニ
て
も
精
々

買
入
、
上
綿
五
六
割
利
潤
ニ
相
成
、
引
続
酉
年
古
着
類
景
気
宜
故
、
相
応
之
商
ひ
仕
難
有
事
ニ
御
座
候
、（
中
略
）

然
ル
処
天
保
十
三
寅
年
御
用
聞
被
仰
付
、
御
扶
持
方
弐
人
扶
持
被
下
、
冥
加
至
極
難
有
事
ニ
御
座
候
、
翌
卯
年
日
光   

御
成
ニ
付
御
泊
城

被
仰
出
候
処
、
御
勝
手
向
御
入
用
多
被
為
在
候
付
、
金
弐
百
両
也
、
無
利
足
三
ヶ
年
置
居
十
ヶ
年
賦
ニ
仕
上
納
致
候
様
被
仰
付
御
請
申
上

候
、
其
後
追
々
年
々
御
用
金
御
時
借
用
被
仰
付
候
処
、
金
子
融
通
宜
敷
相
成
故
無
滞
相
勤
候
儀
、
祖
父
之
余
光
誠
ニ
此
栄
ヲ
祖
父
君
ニ
為

見
ざ
る
事
残
念
ニ
候
、
夫
ゟ
追
々
家
業
出
精
仕
候
故
、
年
々
店
お
ろ
し
可
也
ニ
相
成
、
嘉
永
元
申
年
、
町
内
石
川
屋
吉
兵
衛
抱
地
所
建
屋

幷
ニ
土
蔵
弐
棟
共
代
金
弐
百
五
拾
両
ニ
買
請
、（
後
略
）

　

天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
に
は
佐
野
・
栃
木
・
古
河
で
金
九
〇
〇
両
に
及
ぶ
多
額
の
買
入
を
し
て
相
応
の
利
益
を
あ
げ
た
。
さ
ら
に
翌
年
の

飢
饉
に
際
し
て
繰
綿
類
の
高
値
を
見
込
み
、
古
着
・
夜
具
な
ど
を
宇
都
宮
の
古
着
仲
間
内
や
江
戸
で
買
い
入
れ
、
こ
こ
で
も
五
・
六
割
の
利
益
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を
あ
げ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
記
述
か
ら
、
天
保
期
に
積
極
的
に
城
下
外
の
地
域
へ
出
向
い
て
取
引
の
幅
を
広
げ
、
手
腕
を
発
揮
し
た
こ
と

が
わ
か
る
。
本
稿
で
は
詳
述
し
な
い
が
、
当
時
の
丸
伊
の
取
引
に
つ
い
て
は
借
用
証
文
類
か
ら
盛
ん
な
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
結
果
、
天
保
一
三
年
（
一
八
四
三
）
に
二
人
扶
持
と
御
用
聞
を
仰
せ
付
け
ら
れ
、
金
二
〇
〇
両
を
無
利
足
一
〇
年
賦
で
上
納
し
、
さ
ら
に
後

年
の
数
回
に
渡
る
御
用
金
も
滞
り
無
く
上
納
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
こ
の
栄
え
ぶ
り
を
祖
父
（
五
代
）
に
見
せ
ら
れ
な
い
こ
と
を
残
念
に
思

う
、
と
記
し
て
い
る
。
右
の
記
述
で
は
天
保
期
の
経
営
が
功
を
奏
し
た
こ
と
で
家
業
が
安
定
し
た
こ
と
を
示
し
、
当
時
の
経
済
力
の
高
さ
を
誇

示
し
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
に
は
町
年
寄
格
、
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
に
は
四
人
扶
持
・
帯
刀
御
免
と
な
っ
て
お

り
、
御
用
聞
任
命
か
ら
始
ま
る
こ
の
よ
う
な
家
格
の
向
上
を
正
式
に
伝
え
る
こ
と
も
、
家
史
の
重
要
な
役
割
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
「
永
用
録
」
の
他
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
の
「
宮
嶋
町
屋
敷
書
上
控
）
（1
（

」
を
み
る
と
、
丸
伊
は
宮
嶋
町
内
に
弐
分
五
厘
役
屋
敷
を
二
ヵ

所
、
一
軒
役
屋
敷
一
ヵ
所
を
所
持
す
る
町
名
主
と
な
っ
て
い
る
。「
永
用
録
」
に
も
随
所
で
屋
敷
や
建
家
に
関
す
る
記
述
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ

る
と
五
代
が
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
に
「
二
分
五
厘
役
屋
敷
続
二
ヶ
所
」
を
買
請
け
、
七
代
は
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
に
金
二
〇
〇
両
で

間
口
三
間
半
・
奥
行
二
間
半
の
土
蔵
を
一
軒
建
て
、
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
に
は
宮
嶋
町
石
川
屋
吉
兵
衛
の
抱
地
所
建
家
・
土
蔵
二
棟
を
金

二
五
〇
両
で
買
請
け
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
に
も
宮
嶋
町
志
保
屋
六
郎
兵
衛
の
屋
敷
を
買
請
け
て
い
る
。
後
に
火
事
で
焼
失
し
た
も
の
も

あ
る
が
、
町
内
に
複
数
の
屋
敷
を
所
持
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
か
ら
も
、
五
代
が
借
屋
か
ら
始
め
た
一
八
世
紀
後
半
か
ら
数
十
年
の
間
に

当
家
は
古
着
渡
世
を
軌
道
に
乗
せ
、
七
代
が
さ
ら
な
る
発
展
に
導
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
と
同
時
に
、
そ
の
功
績
を
表
す
一
つ
の
基
準
と
し

て
屋
敷
所
持
の
経
緯
が
記
さ
れ
、
資
産
の
向
上
を
示
し
た
と
い
え
る
。

２　

家
史
「
永
用
録
」
に
み
ら
れ
る
家
督
相
続
と
分
家
・
別
家
の
成
立

　
「
永
用
録
」
の
記
述
は
、
主
に
「
中
興
之
祖
」
と
言
わ
れ
る
五
代
と
、
作
成
者
で
あ
る
七
代
の
渡
世
に
つ
い
て
詳
し
い
。
こ
れ
は
四
代
ま
で

の
旧
記
が
な
い
と
い
う
理
由
の
み
に
拠
ら
ず
、
こ
の
家
史
で
当
家
の
由
緒
を
示
し
、
さ
ら
に
現
在
に
至
る
家
業
の
存
続
が
先
祖
の
出
精
に
よ
る



　　お茶の水史学　58号　　60

こ
と
、
と
く
に
五
代
の
行
跡
に
敬
意
を
示
し
た
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。
先
記
し
た
跋
文
で
も
屋
号
の
変
遷
に
つ
い
て
触
れ
、
屋
号
と
渡
世
向
を

改
め
た
の
が
五
代
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
、
ま
た
八
〇
年
以
上
続
く
古
着
渡
世
は
「
御
先
祖
之
余
光
」
と
「
保（

五
代
）

秀
君
之
丹
誠
」
に
よ
る
も
の

で
、
こ
の
た
め
家
業
に
精
勤
す
る
こ
と
、
先
祖
の
年
忌
供
養
を
大
切
に
執
り
行
う
こ
と
が
「
家
例
」
で
あ
る
と
も
記
し
て
い
る
。
五
代
が
当
家

発
展
の
基
礎
を
築
い
た
功
労
者
で
あ
る
こ
と
を
、
七
代
が
強
調
し
て
伝
え
よ
う
と
し
た
意
図
が
読
み
取
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
興
味
深
い
の

は
、
七
代
の
家
督
決
定
に
至
る
ま
で
の
経
緯
が
本
文
中
に
次
の
よ
う
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
こ
こ
か
ら
五
代
の
奮
闘
が
う
か
が
え
る
。

　

史
料
９

五
代
伊
兵
衛
ノ
嫡
子
亀
蔵
、
此
人
幼
年
ゟ
病
身
ニ
付
、
二
女
ゑ
ん
へ
六
代
ノ
祖
也

保
良
之
母

小
伝
馬
町
糀
屋
惣
兵
衛
悴
久
兵
衛
六
代
ノ
祖
也

保
良
父　

寛
政
年
中
聟

養
子
ニ
貰
請
夫
婦
睦
敷
御
座
候
処
、
祖
父
伊
兵
衛
祝
居
、
一
子
出
生
ヲ
願
居
候
処
文
化
元
甲
子
年
男
子
出
生
、
幼
名
伊
与
吉
後
ニ
七
代
伊
兵
衛

保
良
ト
号
ス　

然
ル
ニ
父
久
兵
衛
病
身
ニ
て
種
薬
用
、
手
ヲ
尽
候
得
共
、
終
ニ
文
化
六
己
巳
八
月
十
一
日
病
死
、
時
ニ
三
十
八
才
、
澄
清
居
士
、
右
ニ
付

祖
父
保
秀
、
老
人
之
事
故
相
続
人
色
々
心
配
致
、
小
伝
馬
町
米
屋
長
蔵
悴
由
兵
衛
入
夫
ニ
貰
請
候
処
、
又
々
我
等
母
ゑ
ん
急
病
差
起
り
、

文
化
十
一
甲
戌
年
二
月
十
五
日
死
去
、
妙
順
大
姉
号
也
、
依
之
八
日
市
場
油
屋
文
六
娘
ま
ち
貰
請
、
右
由
兵
衛
へ
取
合
わ
せ
相
暮
罷
在
候

処
、
祖
父
次
第
ニ
老
年
ニ
及
候
得
共
表
向
相
勤
居
、
孫
之
我
等
へ
相
続
為
致
度
思
召
故
、
伊
与
吉
十
三
才
之
刻
、
寺
町
沢
屋
忠
助
方
へ
見

習
奉
公
ニ
遣
し
置
内
外
世
話
仕
居
候
、
其
後
養
子
両
人
熟
談
之
上
、
池
上
町
へ
屋
敷
相
調
別
宅
為
致
候
、
上
田
屋
由
兵
衛
是
也
、

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
五
代
は
ま
ず
嫡
子
亀
蔵
が
病
弱
の
た
め
六
代
を
相
続
さ
せ
ず
、
二
女
ゑ
ん
に
迎
え
た
婿
養
子
久
兵
衛
に
継
が
せ
た
。
し
か

し
こ
の
六
代
（
久
兵
衛
）
が
す
ぐ
に
逝
去
し
た
た
め
、
由
兵
衛
を
入
夫
と
し
た
。
そ
の
後
ゑ
ん
が
急
逝
す
る
と
、
由
兵
衛
に
は
新
た
な
妻
ま
ち

を
迎
え
、
そ
の
ま
ま
（
七
代
を
相
続
さ
せ
ず
）
家
に
置
い
て
い
た
。
五
代
は
幼
年
の
伊
与
吉
（
六
代
の
子
）
を
後
継
に
し
た
い
と
考
え
、
熟
談

の
結
果
、
由
兵
衛
は
池
上
町
に
「
上
田
屋
由
兵
衛
」
と
し
て
別
家
、
伊
与
吉
が
七
代
を
相
続
し
た
。

　

こ
の
一
連
の
事
情
か
ら
、
五
代
は
七
代
の
相
続
に
対
し
て
非
常
に
慎
重
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
代
々
の
相
続
を
み
る
と
、
五
代
・
六
代
は
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嫡
子
が
廃
さ
れ
た
上
で
婿
養
子
が
相
続
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
商
売
の
得
手
不
得
手
を
見
極
め
家
業
の
安
泰
を
第
一
に
考
え
た
も
の
と
い
え
る

が
、
七
代
の
相
続
は
こ
れ
ま
で
と
は
様
相
が
異
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
五
代
の
相
続
と
の
違
い
で
あ
る
。
四
代
は
商
売

不
向
き
の
男
子
を
廃
嫡
し
、
他
家
よ
り
迎
え
た
養
女
の
婿
が
五
代
と
な
っ
た
た
め
、
こ
こ
で
血
縁
が
一
度
絶
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
六

代
の
死
去
に
よ
り
婿
養
子
と
な
っ
た
由
兵
衛
は
、
妻
で
あ
る
五
代
二
女
の
急
逝
後
に
後
妻
を
む
か
え
て
お
り
、
当
時
伊
与
吉
は
幼
年
で
あ
る
た

め
、
四
代
の
場
合
を
考
え
る
と
、
こ
こ
で
再
び
血
縁
を
打
ち
切
り
由
兵
衛
が
七
代
を
相
続
す
る
と
い
う
流
れ
も
充
分
あ
り
得
た
と
い
え
る
。
し

か
し
こ
こ
で
あ
え
て
由
兵
衛
を
別
家
、
伊
与
吉
を
七
代
と
し
た
の
は
、
血
縁
を
優
先
し
た
た
め
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
以
前
は
相
続
に
お
い
て
、
血
縁
よ
り
も
家
業
の
安
泰
を
優
先
さ
せ
て
い
た
が
、
七
代
の
相
続
を
み
る
と
、
当
家
に
一
八
二
〇
年
頃
に

は
同
族
団
に
お
い
て
血
縁
を
重
視
す
る
意
識
が
備
わ
っ
た
と
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
家
督
相
続
の
あ
ら
ま
し
を
詳
し
く
記
し
た
こ
と
は
、
五
代

か
ら
の
血
流
を
も
つ
七
代
・
八
代
の
相
続
の
正
当
性
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
ほ
か
、
家
督
の
変
換
期
が
家
内
に
動
揺
を
も
た
ら
す
危
険
性
を
示
唆
し

な
が
ら
、
そ
の
局
面
を
ス
ム
ー
ス
に
乗
り
切
る
た
め
の
基
本
と
し
て
、
血
縁
を
重
視
し
た
相
続
を
今
後
の
規
格
と
し
て
子
孫
へ
暗
に
示
し
た
と

も
考
え
ら
れ
る
。

　
「
永
用
録
」
に
は
養
子
縁
組
を
し
た
親
類
の
他
、
土
地
の
借
用
や
買
請
に
よ
る
同
町
・
同
業
者
と
の
や
り
と
り
も
多
く
見
ら
れ
る
。
七
代
は

寺
町
の
沢
屋
忠
助
（
沢
宗
分
家
）
の
も
と
へ
見
習
奉
公
に
出
て
い
る
他
、
五
代
伊
兵
衛
の
死
後
、
渡
世
向
が
う
ま
く
い
か
な
く
な
っ
た
際
に
沢

宗
の
世
話
に
な
っ
た
と
い
う
記
述
も
あ
り
、
同
業
者
同
士
の
深
い
関
係
が
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に
、
先
述
し
た
上
田
屋
由
兵
衛
の
他
に
も
分

家
・
別
家
に
関
す
る
記
述
が
あ
り
注
目
さ
れ
る
。
分
家
丸
井
屋
庄
蔵
の
親
は
五
代
妻
の
弟
で
あ
り
、
親
類
縁
者
の
子
を
召
仕
と
し
て
雇
い
、
享

和
二
年
（
一
八
〇
二
）
四
月
に
元
出
金
五
〇
両
を
渡
し
て
出
店
さ
せ
て
い
る
。
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
に
は
白
河
天
神
町
か
ら
奉
公
に
訪
れ

て
い
た
平
治
郎
が
当
地
で
嫁
を
迎
え
別
宅
、
定
住
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
城
下
外
の
地
域
か
ら
来
た
奉
公
人
が
別
家
と
な
っ
て
い
る
）
（1
（

。
ま
た
、

八
代
は
白
河
へ
奉
公
に
出
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
も
白
河
の
商
家
と
の
交
流
が
う
か
が
え
、
商
売
上
で
恒
常
的
な
取
引
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
。
五
代
と
七
代
の
奉
公
先
は
寺
町
の
古
着
屋
だ
っ
た
が
、
八
代
は
白
河
へ
出
た
と
い
う
こ
と
か
ら
は
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
他
所
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の
商
人
と
の
交
流
が
増
え
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
予
想
さ
れ
、
経
営
の
広
が
り
も
感
じ
ら
れ
る
。

　

家
史
に
養
子
縁
組
や
奉
公
関
係
を
詳
し
く
記
し
た
こ
と
は
、
商
家
同
族
団
と
し
て
の
形
成
過
程
を
明
確
に
示
す
目
的
が
あ
っ
た
た
め
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
宇
都
宮
城
下
で
分
家
・
別
家
を
複
数
抱
え
る
店
の
数
は
決
し
て
多
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
こ
の
よ
う
な
分
家
・
別
家
の
創

設
に
関
す
る
記
述
も
、
当
家
の
発
展
を
示
唆
す
る
要
素
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

以
上
、
家
史
「
永
用
録
」
の
内
容
を
み
る
と
、
そ
の
成
立
の
目
的
は
、
当
家
の
由
緒
を
伝
え
る
こ
と
、
先
祖
の
奮
闘
と
功
績
か
ら
子
孫
に
商

売
出
精
を
喚
起
す
る
こ
と
が
大
き
な
要
素
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、
家
格
の
向
上
を
誇
示
す
る
他
、
経
営
の
成
功
や
拡
大
お
よ
び
資
産
の
増
加
が

わ
か
る
事
例
も
示
し
た
。
分
家
・
別
家
に
対
す
る
組
織
立
っ
た
規
律
等
は
み
ら
れ
な
い
が
、
一
八
二
〇
年
前
後
の
七
代
相
続
か
ら
、
血
縁
を
重

視
す
る
姿
勢
で
自
家
を
固
定
さ
せ
て
い
く
意
識
が
見
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
家
督
相
続
の
様
式
を
子
孫
に
伝
え
る
こ
と
も
重
要
な
要
素
で
あ
っ

た
。
家
法
と
い
う
形
式
で
な
く
と
も
、
当
家
が
同
族
団
を
結
成
し
、
今
後
の
発
展
を
目
指
す
意
識
は
、
家
史
か
ら
充
分
に
う
か
が
え
た
。

Ⅳ　

沢
屋
宗
右
衛
門
（
寺
町
野
沢
家
）

１　

三
つ
の
記
録
か
ら
み
る
沢
宗

　

寺
町
の
野
沢
家
に
は
、
四
代
が
御
用
聞
と
な
っ
て
か
ら
六
代
が
家
督
相
続
を
す
る
頃
に
あ
た
る
、
一
八
〇
〇
年
代
か
ら
一
八
二
〇
年
代
を
中

心
に
記
さ
れ
た
「
家
用
記
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
主
に
覚
書
や
証
文
類
の
写
し
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
他
の
史
料
と
一
致
す
る
内
容
が

多
く
含
ま
れ
、
当
家
の
御
用
向
や
相
続
の
様
子
を
知
る
上
で
非
常
に
有
益
な
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
こ
れ

は
家
史
や
由
緒
を
子
孫
に
伝
え
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
当
家
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
文
書
は
伝
わ
っ
て
い
な

い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
沢
宗
と
佐
治
・
丸
伊
で
は
成
立
し
た
史
料
の
様
相
が
異
な
り
、
同
族
団
形
成
に
対
す
る
意
識
が
や
や
希
薄
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
を
念
頭
に
置
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
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「
家
用
記
」
と
関
連
の
深
い
史
料
と
し
て
、
五
代
が
死
去
す
る
直
前
、
文
政
年
間
（
一
八
一
八
︱
一
八
三
〇
）
初
め
成
立
と
み
ら
れ
る
家
政

改
革
の
仕
法
書
「
家
内
仕
方
書
目
録
」
が
あ
る
。
ま
ず
は
こ
の
前
文
を
次
に
示
し
た
。

　

史
料
10

　
　

一
文
化
四
年
卯
六
月
中
、
養（

四
代
）

父
宗
右
衛
門
方
へ
御
用
聞
被
仰
付
候
所
、
冥
加
至
極
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
得
共
、
中
々
以
身
分
不
相
応
之
事

故
、
御
願
申
上
候
も
恐
入
候
得
共
、
御
免
之
儀
色
々
難
渋
等
も
申
上
願
書
差
上
候
得
共
、
一
円
御
聞
済
無
之
故
無
據
御
用
聞
相
勤
罷
有

候
所
、
未
ノ
二
月
中
、
養
父
病
死
仕
候
ニ
付
、
御
用
聞
御
免
之
儀
御
願
可
申
上
候
旨
、
彼
是
手
段
仕
候
処
、
同
三
月
上
旬
、
町
御
役
所

へ
直
ニ
御
召
出
養
父
同
様
御
用
聞
被
仰
付
、
前
方
之
通
弐
人
扶
持
被
下
置
、
先
年
之
通
調
達
仕
候
段
被
為
仰
付
候
、
無
據
相
勤
罷
有

候
、
然
ル
処
酉
ノ
正
月
中
、
千
手
町
ゟ
出
火
有
之
類
焼
仕
大
損
毛
い
た
し
、
翌
年
戌
正
月
中
、
百
目
亀
ゟ
出
火
致
手
前
方
表
通
迄
不
残

焼
失
、
上
河
原
町
筋
一
統
両
度
類
焼
仕
、
其
節
親
類
中
ニ
も
損
毛
多
く
難
渋
仕
候
者
も
有
之
、
右
ニ
付
色
々
手
前
方
ニ
も
損
毛
ニ
罷
成

候
儀
も
出
来
仕
難
渋
仕
候
処
、（
中
略
）

　
　
　

右
之
訳
柄
故
、
御
上
様
御
勝
手
向
御
取
直
し
有
之
候
迄
、
御
用
聞
相
勤
候
も
出
来
兼
可
申
候
と
心
配
仕
罷
有
候
、
右
ニ
付
手
前
入
用
少

仕
候
ゟ
外
力
無
之
候
、
右
ニ
付
家
内
入
用
少
略
定
書
先
ニ
て
候
、
各
々
条
々
堅
相
守
可
申
候
、
以
上

　
　

一
文
化
十
一
年
戌
八
月
中
此
度
三
人
扶
持
御
加
増
、
御
扶
持
都
合
五
人
扶
持
被
下
置
、
他
所
出
之
節
は
御
紋
附
帯
刀
御
免
と
成
、
産
物
方

懸
り
被
仰
付
候
崎
尾
新
右
衛
門
・
菊
地
治
右
衛
門
右
三
人
申
合
相
勤
候
様
被
仰
付
候
、
以
上

　

こ
れ
を
み
る
と
、
二
項
目
に
は
扶
持
の
加
増
や
崎
尾
・
菊
地
（
佐
治
）
と
と
も
に
「
産
物
方
」
掛
り
に
仰
せ
付
け
ら
れ
る
な
ど
、
さ
ら
な
る

家
格
の
向
上
が
記
さ
れ
て
は
い
る
が
、
一
項
目
の
冒
頭
よ
り
御
用
聞
任
命
に
対
す
る
即
座
の
御
免
願
い
や
、
度
重
な
る
御
用
金
の
調
達
（
中
略

部
分
を
含
む
）
と
類
焼
で
発
生
し
た
損
毛
の
影
響
に
よ
る
当
家
の
難
渋
が
切
々
と
語
ら
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。「
家
内
仕
方
書
目
録
」

が
成
立
し
た
背
景
に
は
、
難
渋
の
末
に
家
内
の
入
用
を
切
り
詰
め
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
た
状
況
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
後
に
「
家
内
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之
者
心
意
書
之
覚
」
一
二
ヶ
条
が
記
さ
れ
、
次
に
「
先
祖
代
々
祥
月
覚
」
と
し
て
先
祖
の
命
日
に
関
す
る
規
律
を
定
め
、
最
後
に
服
務
律
で
ま

と
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
主
な
内
容
は
【
表
５
】
と
な
る
。

　

一
二
箇
条
の
内
容
を
み
る
と
、
こ
れ
を
当
家
の
家
法
と
言
う
に
は
、
佐
治
に
成
立
し
た
も
の
と
は
性
格
の
差
異
が
明
白
で
あ
る
。
つ
ま
り
相

続
や
分
家
・
別
家
に
関
す
る
項
目
、
奉
公
人
教
育
に
関
す
る
項
目
が
一
切
含
ま
れ
て
い
な
い
点
が
指
摘
で
き
る
。
客
へ
の
応
接
・
接
客
法
、
商

品
の
仕
入
法
、
衛
生
・
火
の
用
心
、
服
装
・
所
持
品
の
規
定
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
店
則
の
典
型
的
要
素
）
11
（

を
含
み
、
全
体
と
し
て
つ
き
あ
い
事

や
法
事
で
の
対
応
も
含
め
た
、
日
常
生
活
全
般
で
の
倹
約
を
規
定
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
れ
は
、「
家
内
之
者
心
意
書
之
覚
」
の
、
ひ
い
て

は
こ
れ
を
収
録
し
た
「
家
内
仕
方
書
目
録
」
自
体
の
成
立
段
階
に
お
い
て
、
当
家
に
同
族
団
を
形
成
・
発
展
さ
せ
る
と
い
う
目
的
意
識
が
な

か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

つ
ま
り
沢
宗
の
家
法
（
店
則
）
は
、
経
営
難
に
直
面
し
た
時
期
の
家
政
改
革
の
た
め
に
記
さ
れ
た
が
、
そ
の
適
用
範
囲
は
当
家
内
に
限
定
さ

れ
、
家
内
の
生
活
・
営
業
の
習
慣
を
改
め
て
正
す
と
い
う
目
的
で
、
無
駄
を
省
き
効
率
を
良
く
す
る
施
策
を
含
ん
だ
記
録
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。

　

こ
の
他
、
六
代
（
新
之
丞
）
が
家
督
相
続
に
至
る
ま
で
の
記
録
・
簿
記
で
あ
る
「
澤
屋
新
之
丞
基
業
金
調
幷
年
々
勘
定
帳
」
が
あ
る
。
こ
れ

に
は
主
に
五
代
の
死
後
か
ら
新
之
丞
が
成
育
す
る
ま
で
の
当
家
の
支
出
・
収
入
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
家
用
記
」
の
内
容
と
「
家
内
仕
方
書
目

録
」
の
冒
頭
部
分
を
照
合
し
、「
澤
屋
新
之
丞
基
業
金
調
幷
年
々
勘
定
帳
」
の
内
容
か
ら
六
代
に
関
す
る
事
跡
を
加
え
る
と
、
文
化
期
か
ら
天

保
期
初
頭
ま
で
の
当
家
の
様
子
が
わ
か
る
。
こ
れ
を
概
略
的
に
示
す
と
【
図
４
】
と
な
る
。

　

こ
れ
ら
三
つ
の
史
料
に
は
御
用
聞
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
が
、
先
記
し
た
「
家
内
仕
方
書
目
録
」
前
文
に
あ
る
よ
う
に
、
数
度
に
わ
た
っ
て

御
免
を
願
い
出
た
こ
と
が
詳
し
く
書
か
れ
、
度
々
の
藩
か
ら
の
御
用
金
等
の
要
求
に
よ
る
難
渋
を
訴
え
て
い
る
。
扶
持
の
加
増
や
特
権
の
付
与

な
ど
で
家
格
が
向
上
し
た
と
は
い
え
、
こ
れ
は
沢
宗
の
経
営
を
考
え
た
場
合
、
必
ず
し
も
歓
迎
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
沢
宗
に

と
っ
て
の
家
格
の
向
上
は
丸
伊
の
場
合
と
異
な
り
、
当
家
の
由
緒
や
行
跡
を
子
孫
に
伝
え
る
意
識
を
喚
起
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
経
済
圧
迫
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の
一
因
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
分
家
・
別
家
を
総
括
す
る
と
い
う
立
場
で
の
本
家
の
優
位
性
や
権
力
を
誇
示
す
る
、
と
い
う
類
の
編
纂
意
図
も
感
じ
ら
れ
ず
、
分

家
・
別
家
）
1（
（

の
設
立
に
関
す
る
記
録
や
系
図
も
現
段
階
で
見
い
だ
せ
な
い
。
三
つ
の
史
料
は
い
ず
れ
も
、
由
緒
の
誇
示
や
血
統
の
存
続
と
い
っ
た

同
族
団
の
拡
大
や
組
織
強
化
の
た
め
の
指
南
を
意
図
し
て
作
成
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
経
済
的
な
難
渋
を
打
開
す
る
た
め
の
思
案
や
、
費
用
の

整
理
・
勘
定
の
た
め
の
実
用
的
か
つ
一
時
的
な
記
録
を
目
的
と
し
た
と
い
え
る
。
沢
宗
の
場
合
、
少
な
く
と
も
一
九
世
紀
中
頃
ま
で
は
、
こ
の

よ
う
な
難
渋
の
時
局
へ
の
危
機
的
意
識
で
記
録
が
成
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
長
く
存
続
し
て
い
る
旧
家
を
分
析
し
、
比
較
す
る
上
で
非
常
に
興

味
深
い
も
の
で
あ
る
。

２　

新
之
丞
の
六
代
宗
右
衛
門
相
続
に
つ
い
て

　

沢
宗
に
関
わ
る
重
要
な
転
機
と
し
て
、
六
代
相
続
に
至
る
ま
で
の
過
程
が
挙
げ
ら
れ
、
五
代
の
子
・
新
之
丞
が
六
代
を
正
式
に
相
続
す
る
ま

で
の
様
子
は
「
家
用
記
」
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
五
代
が
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
に
病
死
す
る
と
家
内
は
対
応
に
悩
ん
だ
。
悴
の
新
之

丞
が
幼
年
の
た
め
親
類
縁
者
に
よ
る
援
助
は
必
須
、
家
督
相
続
ま
で
家
業
を
誰
が
預
か
る
か
な
ど
、
問
題
は
山
積
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
状
況
を

伝
え
る
記
述
を
次
に
示
す
。

　

史
料
11

　

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
事

一
、
私
組
合
宗
右
衛
門
悴
新
之
丞
儀
、
当
午
ノ
十
三
歳
ニ
罷
成
候
処
、
去
十
一
月
中
宗
右
衛
門
病
死
仕
候
後
、
身
上
向
之
儀
、
親
類
別
家

之
者
と
も
一
同
立
合
之
上
相
改
見
申
候
処
、
多
分
之
借
財
ニ
て
何
れ
ニ
も
返
済
方
之
始
末
難
出
来
、
無
據
組
合
之
者
へ
相
頼
、
種
々
相
続

等
仕
候
得
と
も
庀
付
方
も
無
御
座
候
ニ
付
、
組
合
ヲ
以
金
主
方
へ
申
訳
申
候
ニ
御
座
候
処
、
新
之
丞
儀
、
親
病
死
後
宿
へ
差
置
候
処
、
当

時
世
話
仕
候
者
は
宗
右
衛
門
伯
母
ニ
御
座
候
得
と
も
、
最
早
老
年
ニ
て
世
話
行
届
兼
申
候
、
然
ル
処
宗
右
衛
門
年
来
懇
意
仕
候
者
、
笠
間
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町
松
屋
平
兵
衛
と
申
者
、
先
達
て
御
当
地
へ
参
り
候
ニ
付
、
身
上
向
之
儀
委
細
ニ
咄
し
合
仕
候
処
、
右
之
始
末
ニ
て
は
な
か
な
か
当
時
相

続
と
申
儀
急
ニ
は
難
出
来
ニ
付
、
其
内
悴
新
之
丞
宿
ニ
差
置
候
て
は
末
々
之
不
慮
ニ
も
相
成
可
申（

マ
マ
）候

奉
存
候
間
、
当
時
私
方
へ
預
り
置
世

話
致
、
其
内
借
用
方
な
ど
も
相
庀
付
候
間
、
新
之
丞
相
続
ニ
相
成
候
節
は
、
何
時
ニ
て
も
早
速
返
し
可
申
候
様
被
申
聞
候
ニ
付
、
暫
く
之

間
相
頼
置
申
度
奉
願
上
候
、
尤
留
主
中
之
儀
は
宗
右
衛
門
伯
母
幷
ニ
召
仕
手
代
利
兵
衛
差
置
申
度
奉
存
候
、
右
奉
願
上
候
通
、
以
御
慈
悲

願
之
通
被
為
仰
付
被
下
置
候
ハ
ヽ
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
、
以
上

　

文
政
五
午
三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

 

　
　

  　

寺
町
組
頭藤　

　

七

　
　
　

御
役
所

右
之
通
奉
願
上
候
ニ
付
奥
判
仕
差
上
申
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

 

　
　
　
　
　

名
主吉

右
衛
門

                                       　
　

 　
　
　
　
　
　
　

 
 

 
 

 

　
　
　
　
　

渡
辺
忠　

助

三
月
十
八
日
町
御
奉
行
所
ニ
被
仰
渡
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寺
町沢

屋
新
之
丞

　

こ
こ
で
、
五
代
が
懇
意
に
し
て
い
た
と
い
う
笠
間
の
松
屋
平
兵
衛
と
い
う
人
物
が
、
当
家
の
状
況
を
み
て
、
新
之
丞
が
成
長
し
て
家
督
を
相

続
す
る
ま
で
預
か
ろ
う
と
名
乗
り
出
た
こ
と
が
わ
か
る
。
五
代
宗
右
衛
門
は
養
子
だ
が
、
実
家
は
不
明
で
あ
る
。「
家
用
記
」
に
は
文
化
九
年

（
一
八
一
二
）、
存
命
の
五
代
が
商
用
の
た
め
府
中
へ
の
出
立
を
願
い
出
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
お
り
、
笠
間
・
府
中
が
あ
る
常
陸
国
、
現
在
の
栃

木
県
南
東
部
、
茨
城
県
境
周
辺
の
出
身
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
松
屋
平
兵
衛
と
は
以
前
か
ら
交
流
が
あ
り
、
養
子
入
り
後
も
取
引
を
継
続
し
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て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
も
う
一
人
、
当
家
相
続
の
混
乱
時
に
手
助
け
を
し
た
の
が
同
じ
寺
町
に
居
住
す
る
佐
治
で
あ
る
。
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
に
家
内

の
金
銭
管
理
を
担
当
し
て
い
た
分
家
・
沢
屋
忠
助
が
病
死
す
る
と
、
新
之
丞
が
相
続
す
る
ま
で
佐
治
が
管
理
を
引
き
継
い
だ
。
そ
の
金
銭
の
記

録
が
「
澤
屋
新
之
丞
基
業
金
調
幷
年
々
勘
定
帳
」
で
あ
り
、
冒
頭
に
は
次
の
よ
う
な
写
書
が
あ
る
。

　

史
料
12

　
　

議
定
書
之
事

沢
屋
宗
右
衛
門
去
巳
年
中
ニ
死
後
、
同
人
倅
新
之
丞
幼
年
ニ
て
渡
世
難（

渋
）充

忝
候
処
、
宗
右
衛
門
死
後
引
続
御
扶
持
方
も
被
下
置
候
ニ
付
、

年
々
被
下
置
候
御
扶
持
米
代
其
外
売
拂
候
雑
具
代
、
又
ハ
貸
方
年
賦
金
受
取
候
分
等
不
残
沢
屋
忠
助
へ
預
ケ
置
、
都
て
右
金
世
話
同
人
相

頼
置
候
処
、
同
人
儀
も
去
戌
年
中
病
死
仕
候
ニ
付
此
度
相
改
、
左
ニ
相
記
候
通
善
行
相
立
、
右
金
御
世
話
以
来
貴
公
様
へ
御
頼
申
上
候
段

相
違
無
御
座
候
、
依
て
当
年
ゟ
壱
ヶ
年
七
分
之
利
足
御
積
被
下
、
新
之
丞
之
成
長
之
上
同
人
基
業
金
御
渡
可
被
下
候
、
依
て
右
金
之
儀
連

印
之
者
一
同
評
議
之
上
申
上
候
儀
ハ
格
別
私
共
自
分
之
勝
手
合
等
決
て
申
上
間
敷
候
、
為
後
證
仍
連
印
如
件

文
政
十
亥
年
正
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
之
丞
手
代

利
兵
衛　

印　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
人
別
家藤

七　

印　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
助
次
郎
幼
年
ニ
付
代

太

吉

印　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
人
親
類た

よ　

印　

 

　
　

菊
地
治
右
衛
門
殿

　

文
政
一
〇
年
（
一
八
二
七
）
以
降
、
扶
持
米
代
金
・
売
り
払
っ
た
雑
具
代
・
過
去
の
貸
金
の
年
賦
金
（
返
済
金
）
等
は
す
べ
て
佐
治
が
預
か
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り
元
と
な
っ
て
一
切
の
管
理
を
請
負
い
、
一
年
に
七
分
の
利
足
を
積
み
、
新
之
丞
が
成
長
し
て
家
督
相
続
す
る
際
、
基
業
金
と
し
て
渡
す
と
い

う
定
め
で
あ
る
。
ま
た
、
右
の
史
料
当
時
の
佐
治
は
一
一
代
で
あ
る
が
、
こ
れ
よ
り
以
前
、
四
代
目
宗
右
衛
門
の
死
後
、
五
代
の
家
督
相
続
直

後
に
は
、
先
代
の
一
〇
代
佐
治
の
口
利
き
に
よ
り
上
納
金
の
一
ヶ
年
減
額
が
実
現
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
「
家
用
記
」
に
は
「
治
右
衛
門
殿
へ
た

い
し
た
か
い
に
不
実
無
之
様
末
々
迄
も
相
心
得
可
申
事
」
と
あ
る
。
五
代
・
六
代
と
も
に
そ
の
家
督
相
続
時
の
諸
事
に
お
い
て
佐
治
を
頼
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。

　
「
澤
屋
新
之
丞
基
業
金
調
幷
年
々
勘
定
帳
」
の
記
録
は
文
政
一
〇
年
（
一
八
二
七
）
か
ら
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
の
も
の
で
、
一
部
抜

粋
と
し
て
天
保
八
年
か
ら
天
保
一
二
年
の
分
を
【
表
６
】
と
し
た
。
こ
れ
を
み
る
と
、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
ま
で
菊
地
治
右
衛
門
が
預
か

り
、
利
足
を
加
え
た
金
額
の
合
計
が
二
六
六
両
二
分
一
朱
・
一
貫
五
二
一
文
で
、
こ
れ
に
五
月
ま
で
の
七
分
利
足
を
加
え
、
沢
屋
金
助
か
ら
の

返
金
・
利
金
を
合
わ
せ
た
額
が
、
新
之
丞
の
「
基
業
金
」
と
し
て
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
六
月
に
本
人
へ
確
か
に
受
け
渡
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
総
額
二
八
四
両
二
分
一
朱
・
一
貫
八
五
一
文
は
翌
正
月
改
で
「
菊
地
治
右
衛
門
殿
ゟ
積
金
分
」
と
記
さ
れ
、
こ
こ
に
貸
金
の
返
済
分
や
六
月

か
ら
一
二
月
ま
で
の
利
足
、
扶
持
米
代
金
等
が
加
え
ら
れ
る
中
に
、「
笠
間
主
人
」（
松
屋
平
兵
衛
）
か
ら
貰
い
受
け
た
と
い
う
金
三
〇
両
が
含

ま
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
血
縁
関
係
も
な
く
、
近
隣
の
居
住
者
で
も
な
い
者
が
、
成
育
ま
で
の
面
倒
を
見
た
だ
け
で
な
く
相
続
の
際
に

資
金
を
渡
し
た
こ
と
は
、
こ
の
時
代
の
商
人
間
の
関
係
を
考
え
る
上
で
た
い
へ
ん
興
味
深
い
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
総
計
で
あ
る
三
五
一
両
九
八

〇
文
は
翌
正
月
改
を
み
る
と
、
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
の
「
元
金
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
利
足
と
扶
持
米
代
金
の
ほ
か
、「
向
之
家
売
分
」「
着

料
物
売
分
」
を
加
え
た
合
計
四
〇
〇
両
三
朱
・
一
二
〇
文
が
翌
天
保
一
〇
年
の
「
元
金
」
と
な
り
、
以
降
は
こ
の
「
元
金
」
に
七
分
の
利
足
と

扶
持
米
代
金
を
加
え
た
合
計
が
新
年
度
の
「
元
金
」
と
な
っ
て
い
く
。
同
様
の
記
載
が
天
保
一
五
年
ま
で
続
い
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
周
囲
の
人
物
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
、
新
之
丞
は
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
に
正
式
に
六
代
を
家
督
相
続
し
た
。
五
代
が
死
去
し

た
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
か
ら
六
代
が
相
続
す
る
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
ま
で
と
、
そ
の
後
の
数
年
間
を
あ
わ
せ
た
二
〇
年
間
余
が
、
主

人
の
不
在
に
よ
っ
て
当
家
が
大
き
く
動
揺
し
、
立
て
直
し
が
必
要
な
時
期
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
期
の
経
済
状
況
等
を
伝
え
る
史
料
に
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は
「
澤
屋
新
之
丞
基
業
金
調
幷
年
々
勘
定
帳
」
の
他
「
書
抜
帳
）
11
（

」
が
あ
り
、
親
類
お
よ
び
親
類
以
外
の
者
か
ら
の
借
用
や
、
以
前
の
貸
金
に
対

す
る
返
済
金
を
収
入
と
し
て
い
る
記
録
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
割
愛
す
る
。

　

以
上
、
新
之
丞
が
家
督
を
相
続
す
る
ま
で
、
さ
ら
に
相
続
し
て
か
ら
の
数
年
間
の
経
済
状
況
を
考
察
し
た
。
二
つ
の
記
録
は
こ
の
時
期
の
経

済
状
況
等
を
具
体
的
に
伝
え
て
お
り
、
家
業
継
続
の
難
し
さ
が
う
か
が
え
る
と
同
時
に
、
新
之
丞
の
家
督
相
続
が
周
囲
の
者
に
支
え
ら
れ
て
成

し
遂
げ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
基
盤
に
は
、
血
縁
関
係
に
よ
る
同
族
団
の
結
束
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
非
血
縁
関
係
に
あ
る
、
近

隣
の
同
業
者
や
遠
方
の
懇
意
な
取
引
相
手
と
の
関
係
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
沢
宗
は
度
重
な
る
経
営
難
か
ら
家
政
改
革
を
行
い
、
生
活
・
業
務
上
の
節
約
を
中
心
に
心
得
を
ま
と
め
、
家
督
の
変
遷
期
に

は
支
出
・
収
入
な
ど
の
実
用
的
な
記
録
を
残
し
た
。
こ
れ
ら
は
自
家
の
由
緒
や
経
済
力
を
誇
示
す
る
こ
と
を
主
な
目
的
と
は
し
て
い
な
い
。
さ

ら
に
血
縁
を
基
に
し
た
同
族
団
と
し
て
の
意
識
を
喚
起
す
る
動
き
も
な
く
、
む
し
ろ
血
縁
を
越
え
た
、
商
売
上
の
取
引
相
手
に
頼
っ
て
苦
境
を

乗
り
越
え
た
点
が
注
目
さ
れ
た
。
家
の
存
続
よ
り
も
む
し
ろ
目
前
の
家
業
、
店
の
営
業
継
続
に
意
識
が
向
い
て
お
り
、
そ
の
た
め
商
売
取
引
上

の
繋
が
り
が
第
一
に
深
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
佐
治
・
丸
伊
・
沢
宗
に
つ
い
て
、
家
法
や
そ
れ
に
準
じ
る
諸
記
録
、
家
督
相
続
の
様
子
が
わ
か
る
史
料
を
も
と
に
、
そ
の
内
容
だ
け

で
な
く
成
立
の
背
景
や
意
図
、
成
立
当
時
の
各
家
の
同
族
団
形
成
お
よ
び
発
展
・
継
続
に
対
す
る
意
識
に
つ
い
て
考
察
を
し
た
。

　

三
家
を
比
較
す
る
と
、
経
営
の
混
乱
・
安
定
に
関
し
て
、
家
督
相
続
時
、
と
く
に
主
人
の
死
期
に
お
け
る
様
相
の
差
異
が
大
き
い
。
丸
伊
・

沢
宗
の
場
合
は
主
人
（
ま
た
は
先
代
）
が
死
去
す
る
と
何
ら
か
の
難
渋
に
陥
り
、
経
営
の
立
て
直
し
に
着
手
し
た
の
に
対
し
、
佐
治
に
は
そ
の

よ
う
な
様
子
は
な
く
、
ス
ム
ー
ス
な
相
続
が
実
現
し
て
い
る
。
さ
ら
に
別
家
と
の
連
携
に
よ
っ
て
経
営
を
拡
大
し
た
様
子
か
ら
も
、
こ
れ
に
は
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佐
治
に
お
け
る
同
族
団
形
成
時
期
の
早
さ
と
、
規
模
が
拡
大
す
る
一
統
に
対
し
て
、
同
族
団
と
い
う
組
織
と
し
て
の
強
固
な
団
結
を
目
指
す
意

識
、
そ
し
て
そ
の
速
や
か
な
明
文
化
が
影
響
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

天
保
期
に
城
下
外
の
諸
所
で
の
取
引
を
通
し
て
経
営
を
拡
大
し
、
家
格
の
向
上
を
み
た
丸
伊
は
家
史
を
作
成
し
た
。
こ
こ
で
家
業
発
展
の
様

子
を
多
様
な
形
で
伝
え
る
中
で
、
別
家
出
店
の
詳
細
や
、
文
化
期
末
か
ら
文
政
期
初
め
に
家
督
相
続
に
血
縁
を
重
視
し
た
様
子
が
み
ら
れ
た
。

丸
伊
は
こ
の
よ
う
な
同
族
団
の
形
成
・
発
展
に
対
す
る
意
識
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
経
営
の
拡
大
を
目
指
し
、
実
現
し
、
城
下
の

古
着
商
人
を
代
表
す
る
一
人
と
な
り
え
た
の
で
は
な
い
か
。
沢
宗
の
場
合
、
家
法
と
い
っ
て
も
佐
治
と
は
異
な
り
、
全
体
と
し
て
倹
約
を
喚

起
・
規
定
し
、
そ
れ
は
本
家
の
立
場
か
ら
経
営
体
制
を
見
直
す
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
現
在
進
行
形
の
経
営
難
を
乗
り
切
る
た
め
の
も
の

で
、
今
後
の
自
家
の
家
業
発
展
を
目
指
す
意
識
や
、
同
族
団
の
形
成
に
対
す
る
意
識
も
み
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
家
法
を
持
た
な
い
丸
伊
の
ほ
う

に
、
そ
の
家
史
か
ら
、
佐
治
と
様
相
は
異
な
れ
ど
同
族
団
と
し
て
の
今
後
の
発
展
を
目
指
す
意
識
が
読
み
取
れ
た
。
当
時
こ
の
よ
う
な
意
識
の

欠
如
が
、
沢
宗
が
丸
伊
の
よ
う
な
経
営
拡
大
を
図
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
繋
が
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
れ
を
受
け
て
、
丸
伊
と
沢
宗
に
つ
い
て
、
冒
頭
で
示
し
た
寛
政
か
ら
嘉
永
期
間
に
お
け
る
両
家
の
形
勢
逆
転
に
繋
が
る
大
き
な
要
因
の
一

に
、
自
家
か
ら
さ
ら
に
広
が
り
を
持
つ
同
族
団
の
発
展
の
重
要
性
と
ノ
ウ
ハ
ウ
を
子
孫
に
伝
え
る
と
い
う
意
識
の
有
無
ま
た
は
強
弱
の
差
が
反

映
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
経
営
の
飛
躍
的
発
展
を
遂
げ
た
丸
伊
は
、
同
族
団
の
形
成
・
発
展
に
対
す
る
意
識
が
高
か
っ
た
。
家
業
の
危
機
に

直
面
し
て
か
ら
対
応
に
乗
り
出
す
と
い
う
聊
か
無
計
画
な
経
営
を
行
っ
た
沢
宗
は
、
同
族
団
に
対
す
る
意
識
が
低
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
意
識

の
差
異
、
お
よ
び
そ
れ
と
経
営
と
の
関
係
を
表
面
化
さ
せ
た
の
が
、
家
法
・
家
史
と
い
っ
た
性
格
を
持
つ
史
料
だ
と
い
え
る
。

　

宇
都
宮
城
下
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
意
識
が
あ
ら
わ
れ
、
経
営
に
影
響
を
与
え
る
ま
で
に
至
っ
た
時
期
は
い
つ
だ
っ
た
の
か
。
佐
治
の
「
家

格
連
印
帳
」
は
文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）、「
菊
池
家
中
興
ノ
系
図
」
は
少
な
く
と
も
一
八
四
〇
か
ら
一
八
五
〇
年
代
に
は
成
立
。
丸
伊
の

「
永
用
録
」
は
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
成
立
。
沢
宗
の
「
家
内
仕
方
書
目
録
」
は
文
化
末
か
ら
文
政
初
め
（
一
八
二
〇
年
前
後
）、「
家
用

記
」
は
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
か
ら
文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）
の
記
録
、「
澤
屋
新
之
丞
基
業
金
調
幷
年
々
勘
定
帳
」
は
文
政
一
〇
年
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（
一
八
二
七
）
か
ら
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
の
記
録
。
つ
ま
り
い
ず
れ
も
一
九
世
紀
前
半
か
ら
中
頃
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
こ
れ
よ
り
少
し
遡
っ
た
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
お
け
る
、
宇
都
宮
城
下
の
商
人
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。
天

明
五
年
（
一
七
八
五
）、
幕
府
の
勘
定
奉
行
か
ら
宇
都
宮
の
油
商
人
へ
、
以
後
は
関
八
州
油
稼
人
仲
間
に
属
し
冥
加
永
を
上
納
す
る
よ
う
通
達

が
あ
り
、
領
内
外
で
の
絞
油
原
料
の
買
入
れ
を
認
め
る
旨
が
伝
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
城
下
の
穀
類
の
買
入
れ
は
す
べ
て
石
町
の
穀
問
屋
が
担

い
、
油
商
人
は
絞
油
原
料
を
穀
問
屋
か
ら
買
入
れ
る
と
い
う
寛
永
期
以
来
の
原
則
を
覆
す
も
の
だ
っ
た
。
そ
こ
で
石
町
の
穀
問
屋
お
よ
び
他
町

の
穀
屋
が
藩
を
通
じ
て
反
発
し
、
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）、
穀
類
の
買
入
れ
は
石
町
を
含
む
四
ヶ
町
の
穀
問
屋
に
限
ら
れ
た
。
し
か
し
絞
油

原
料
の
他
領
流
出
、
油
の
価
格
高
騰
を
受
け
た
油
商
人
が
反
発
し
、
翌
年
に
藩
は
油
荏
を
他
の
穀
類
と
区
別
し
、
油
商
人
の
自
由
取
引
を
許
可

し
た
）
11
（

。
ま
た
こ
の
他
、
城
下
の
魚
・
塩
物
商
い
は
元
和
・
寛
永
期
よ
り
大
町
の
魚
問
屋
・
魚
屋
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
安
永
期
以
降
に
は
池
上

町
に
も
魚
問
屋
が
で
き
、
他
町
に
も
魚
屋
が
増
え
て
い
た
。
寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）
に
は
大
町
魚
問
屋
以
外
に
も
自
由
な
仕
入
れ
取
引
が

認
め
ら
れ
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）、
水
戸
・
銚
子
・
江
戸
・
栃
木
か
ら
の
直
仕
入
れ
は
大
町
・
伝
馬
町
の
魚
問
屋
に
限
り
、
他
町
の
魚
屋

は
請
け
売
り
を
す
る
よ
う
に
、
と
の
旨
を
藩
へ
提
出
し
、
受
け
入
れ
ら
れ
た
）
11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
宇
都
宮
城
下
で
は
主
に
寛
政
・
享
和
期
（
一
七
八
九
︱
一
八
〇
四
）
に
、
江
戸
時
代
初
期
（
一
七
世
紀
前
半
）
よ
り
伝
統
的

な
特
権
を
有
し
て
き
た
穀
問
屋
・
魚
問
屋
と
い
っ
た
商
人
に
大
き
な
変
化
が
お
と
ず
れ
た
。
こ
れ
は
他
業
種
の
商
人
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を

与
え
、
城
下
の
商
業
形
態
の
変
容
を
み
て
自
身
の
渡
世
に
危
機
感
を
募
ら
せ
、
家
業
安
定
へ
の
思
案
を
喚
起
さ
せ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
状
況
を
経
て
文
化
・
文
政
期
（
一
八
〇
四
︱
一
八
三
〇
）
に
同
族
団
形
成
・
発
展
へ
の
意
識
を
高
め
、
試
行
錯
誤
の
時
期
を
経
て
、
そ
の

施
策
を
す
で
に
体
系
化
し
、
家
法
と
し
て
具
現
化
さ
せ
る
商
家
も
現
れ
た
。
一
九
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
に
至
る
と
、
中
小
商
家
で
も
家
法
や
家

史
が
成
立
し
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
施
策
を
各
家
で
実
行
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
具
体
的
な
施
策
の
有
無
が
、
そ

の
後
の
経
営
の
発
展
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
一
九
世
紀
前
半
、
主
に
文
化
・
文
政
期
に
、
同
族
団
形
成
・
発
展
の
意
識
を

有
し
、
い
か
に
実
行
し
た
の
か
が
分
岐
点
で
あ
り
、
こ
の
時
期
が
宇
都
宮
城
下
に
お
け
る
商
家
の
大
き
な
転
換
期
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
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以
上
、
家
史
や
家
法
を
伝
え
る
記
録
の
内
容
や
作
成
の
意
図
、
成
立
背
景
が
三
家
で
大
き
く
異
な
り
、
そ
こ
に
は
家
督
相
続
や
家
内
の
由
緒

お
よ
び
現
状
が
各
々
の
意
識
の
元
で
記
さ
れ
て
い
た
。
宇
都
宮
で
同
時
期
に
同
業
を
営
ん
だ
三
家
の
間
で
こ
の
よ
う
な
多
様
性
が
み
ら
れ
た
こ

と
は
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
宇
都
宮
城
下
の
商
人
が
経
験
し
た
転
換
期
を
示
唆
し
て
お
り
、
近
世
の
一
地
方
都
市
に
お
け
る
商
家
同
族
団
の
形

成
と
そ
の
発
展
過
程
を
み
る
一
助
に
な
る
と
考
え
る
。

参
考
史
料

増
渕
家
文
書
・
野
沢
家
文
書
・
菊
池
家
文
書
は
い
ず
れ
も
栃
木
県
宇
都
宮
市
、
個
人
蔵
。

「
永
用
録
」（
増
渕
家
文
書 

ハ
19
）

「
家
用
記
」（
野
沢
家
文
書 

ロ
23
）

「
家
内
仕
方
書
目
録
」（
野
沢
家
文
書 

ロ
24
）

「
澤
屋
新
之
丞
基
業
金
調
幷
年
々
勘
定
帳
」（
野
沢
家
文
書 

ロ
25
）

「
家
格
連
印
帳
」（『
栃
木
県
史
』
史
料
編
近
世
Ⅰ
所
収
、
出
典
は
橋
本
家
文
書
（
千
葉
県
佐
原
市
））

「
菊
池
家
中
興
ノ
系
図
」（『
栃
木
県
史
』
史
料
編
近
世
Ⅰ
所
収
、
出
典
は
菊
池
家
文
書
）

明
治
七
年
作
成
の
系
図
（
表
題
な
し
）（
菊
池
家
文
書   

5
）
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注（
1
）　

諸
先
行
研
究
で
は
、
各
家
に
伝
わ
る
条
目
を
、
内
容
か
ら
「
家

訓
」「
家
法
」「
店
訓
」「
店
則
」「
家
憲
」
等
と
分
類
し
て
称
す
る
こ

と
が
あ
る
（
主
に
宮
本
又
次
『
近
世
商
人
意
識
の
研
究
』
講
談
社
、

一
九
七
七
年
。
中
野
卓
『
商
家
同
族
団
の
研
究 

暖
簾
内
を
め
ぐ
る

家
と
家
連
合
の
研
究 
上
』
未
来
社
、一
九
七
八
年
。
安
岡
重
明
「
商

家
に
お
け
る
家
憲
の
成
立
（
試
論
）」『
社
会
科
学
』
二
四
、
同
志
社

大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
七
八
年
等
）
が
、
本
稿
で
扱
う
史
料

で
は
、
家
の
制
度
に
関
す
る
心
得
や
規
則
と
、
店
の
運
営
に
関
す
る

心
得
や
規
則
と
い
う
性
格
を
兼
ね
備
え
、
明
確
な
分
類
が
困
難
で
あ

る
こ
と
、
ま
た
本
稿
が
そ
の
よ
う
な
明
確
な
分
類
を
目
的
と
し
た
論

考
で
は
な
い
た
め
、
一
般
的
な
総
称
と
考
え
ら
れ
る
「
家
法
」
を
主

に
用
い
た
。
た
だ
し
、
特
定
の
家
に
対
す
る
諸
先
行
研
究
が
該
当
す

る
家
の
家
法
を
「
家
訓
」「
店
則
」
と
総
じ
て
称
し
て
い
る
場
合
は

そ
れ
に
従
っ
た
。
ま
た
、
各
史
料
の
項
目
内
容
（
本
家
第
一
主
義
、

倹
約
、
等
）
の
分
類
は
、
前
掲
の
他
、
足
立
政
男
『
老
舗
の
家
訓
と

家
業
経
営
』（
広
池
学
園
事
業
部
、
一
九
七
四
年
）
も
参
照
し
た
。

（
2
）　

こ
れ
は
経
営
方
針
の
整
理
や
集
団
の
系
譜
的
な
解
明
と
い
う
目

的
の
他
、
本
家
に
奉
公
人
と
し
て
仕
え
た
の
ち
に
暖
簾
を
分
け
ら
れ

た
別
家
に
は
、
本
家
に
対
す
る
篤
い
忠
義
と
確
か
な
信
用
が
不
可
欠

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
の
教
育
方
針
（
制

度
）
が
必
須
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
教
育
は
奉
公
中
の
者
を
各
家
に

包
括
・
同
化
す
る
た
め
、
つ
ま
り
同
族
集
団
の
一
員
と
し
て
一
人
前

に
仕
立
て
る
目
的
が
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
（
中
野
卓

「
商
業
経
営
の
主
体
─
商
家
と
そ
の
同
族
組
織
─
」『
社
会
経
済
史

学
』
三
一
巻
六
号
、
一
九
六
六
年
。
前
注
（
1
）
中
野
一
九
七
八
）。

こ
の
他
、
中
井
信
彦
『
日
本
史
の
社
会
集
団
第
五
巻
家
督
と
暖
簾
』

（
小
学
館
、
一
九
九
〇
年
）、
安
岡
重
明
『
近
世
商
家
の
経
営
理
念
・

制
度
・
雇
用
』（
晃
洋
書
房
、
一
九
九
八
年
）
等
も
参
照
。

（
3
）　

前
注
（
2
）
中
野
一
九
六
六

（
4
）　

中
田
易
直
「『
宗
竺
遺
書
』
よ
り
見
た
る
三
井
町
人
の
同
族
組

織
」『
日
本
歴
史
』
五
四
号
、
一
九
五
二
年
。
同
「
享
保
期
に
お
け

る
三
井
同
族
組
織
の
成
立
」『
社
会
経
済
史
学
』
二
〇
巻
一
号
、
一

九
五
四
年
。
中
井
信
彦
「
共
同
体
的
結
合
の
契
機
と
し
て
の
『
血

縁
』
と
『
支
配
』
─
三
井
家
に
お
け
る
家
法
成
立
過
程
を
素
材
と
し

て
」『
三
井
文
庫
論
叢
』
第
4
号
、
一
九
七
〇
年
。
安
岡
重
明
『
財

閥
形
成
史
の
研
究
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七
〇
年
）。
賀
川
隆

行
『
近
世
三
井
経
営
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）。

（
5
）　

宮
本
又
次
「
鴻
池
家
の
家
訓
と
店
則
」『
近
世
大
阪
の
商
業
史
・

経
営
史
的
研
究
』
清
文
堂
出
版
、
一
九
六
九
年
。
前
注
（
4
）
安
岡

一
九
七
〇
、
前
注
（
2
）
同
一
九
九
八
等
も
参
照
。

（
6
）　

宮
本
又
次
『
住
友
家
の
家
訓
と
金
融
史
の
研
究
』（
同
文
館
、

一
九
八
八
年
）、
住
友
資
料
館
編
纂
『
和
泉
屋
叢
考 

第
二
三
輯 

近

世
住
友
の
家
法
』（
住
友
史
料
館
、
一
九
九
七
年
）
等
を
参
照
。
ま

た
、
他
の
代
表
的
な
商
家
家
法
の
研
究
と
し
て
、
北
島
正
元
編
著

『
江
戸
商
業
と
伊
勢
店
─
木
綿
問
屋
長
谷
川
家
の
経
営
を
中
心
と
し

て
─
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
年
）、
江
頭
恒
治
『
近
江
商
人
中

井
家
の
研
究
』（
雄
山
閣
、
一
九
六
五
年
）、
小
倉
栄
一
郎
「
経
営
管
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理
と
中
井
家
調
合
法
」（『
社
会
経
済
史
学
』
第
三
一
巻
六
号
、
一
九

六
六
年
）、
同
『
近
江
商
人
の
経
営
』（
サ
ン
ブ
ラ
イ
ト
出
版
、
一
九

八
八
年
）、
宇
佐
美
英
機
「
近
江
商
人
中
井
家
の
家
訓
・
店
則
に
み

る
『
立
身
」
と
『
出
世
』」（『
彦
根
論
叢
』
三
一
七
、
一
九
九
九

年
）
等
も
参
照
し
た
。

（
7
）　

前
注
（
1
）
宮
本
一
九
七
七
を
参
照
。

（
8
）　

入
江
宏
「
近
世
商
家
に
お
け
る
同
族
結
合
と
家
訓
の
教
育
的
機

能
」（『
北
海
道
学
芸
大
学
紀
要
』
一
三
巻
一
・
二
号
、
一
九
六
五
年

（
a
））。
同
「
近
世
商
家
に
お
け
る
惣
領
教
育 

─
佐
野
屋
孝
兵
衛
家

の
記
録
を
と
お
し
て
─
」（『
北
海
道
学
芸
大
学
紀
要
』
一
六
巻
一

号
、
一
九
六
五
年
（
b
））。
同
「
近
世
商
家
に
お
け
る
徒
弟
教
育 

─
佐
野
屋
孝
兵
衛
家
の
記
録
を
と
お
し
て
─
」（『
北
海
道
学
芸
大
学

紀
要
』
一
六
巻
二
号
、
一
九
六
五
年
（
c
））。
同
「
城
下
町
・
在
郷

町
商
人
の
家
訓
・
店
則
と
そ
の
教
育
観 

─
近
世
下
野
を
事
例
に
─
」

（『
宇
都
宮
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
二
三
号
、
一
九
七
三
年
）。
同

『
近
世
庶
民
家
訓
の
研
究
─
「
家
」
の
経
営
と
教
育
─
』（
多
賀
出

版
、
一
九
九
六
年
）。

（
9
）　

東
京
大
学
法
学
部
法
制
史
資
料
室
所
蔵
文
書 

甲
二
︱
三
七
四

五
。
書
付
や
覚
書
等
の
写
し
で
構
成
さ
れ
、
宇
都
宮
の
古
着
仲
間
構

成
員
が
記
し
た
と
み
ら
れ
る
。

（
10
）　
『
増
渕
家
文
書
』
ハ
49
（
番
付
①
）、
ハ
51
（
番
付
②
）、
ハ
50

（
番
付
③
）。
い
ず
れ
も
毛
筆
で
記
さ
れ
、
一
部
『
宇
都
宮
市
史
』
史

料
編
四
に
所
収
。
番
付
②
で
西
方
の
小
結
と
な
っ
て
い
る
菊
地
慶
兵

衛
は
、
嘉
永
四
年
（
一
九
五
一
）
に
佐
野
屋
本
家
一
三
代
治
右
衛
門

を
相
続
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
番
付
は
嘉
永
四
年
頃
の
成
立
と
考
え

ら
れ
る
。

（
11
）　

本
家
一
二
代
（
一
八
一
三
︱
一
八
五
九
）
お
よ
び
分
家
二
代
孝

兵
衛
（
一
八
二
八
︱
一
八
六
二
）
の
頃
に
は
、
呉
服
・
木
綿
と
両
替

な
ど
の
金
融
業
が
中
心
だ
っ
た
。
二
代
孝
兵
衛
が
「
菊
池
」
と
署
名

し
、
以
後
菊
池
姓
を
名
乗
る
が
、
本
文
中
で
は
史
料
の
記
述
に
拠
っ

て
菊
地
と
記
し
た
。
史
料
出
典
の
菊
池
家
は
こ
の
二
代
佐
孝
（
菊
池

教
中
）
の
子
孫
。

（
12
）　

前
注
（
8
）
入
江
一
九
六
五
（
c
）。

（
13
）　

崎
尾
（
荒
物
屋
）
新
右
衛
門
は
日
野
町
で
荒
物
屋
と
金
融
業
を

営
ん
だ
。
商
人
番
付
で
は
佐
孝
と
と
も
に
い
ず
れ
も
大
関
で
、
名
実

と
も
に
城
下
随
一
の
豪
商
だ
と
い
え
る
。
金
融
活
動
は
宇
都
宮
藩
の

御
用
金
を
は
じ
め
城
下
の
武
家
、
日
光
山
、
町
内
の
商
人
な
ど
広
範

に
及
ん
だ
。
化
政
期
か
ら
藩
士
と
城
下
商
人
に
貸
金
を
行
い
、
野
州

各
地
の
町
や
宿
、
奥
州
や
常
陸
国
に
も
展
開
し
た
（『
宇
都
宮
市

史
』
六
、
第
八
章
第
一
節
を
参
照
）。

（
14
）　

石
町
で
代
々
穀
問
屋
で
あ
っ
た
青
木
屋
源
四
郎
の
日
記
に
は
、

例
え
ば
慶
應
二
年
（
一
八
六
六
）
六
月
十
一
日
、「
今
日
ゟ
安
米
売

渡
、
御
用
聞
衆
此
般
町
々
郷
分
極
難
之
者
へ
斗
渡
し
」
と
あ
り
、
城

下
窮
乏
の
際
に
御
用
聞
商
人
ら
（
崎
尾
、
菊
地
を
含
む
）
が
出
資
し

て
救
済
活
動
を
行
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
青
木
家
文
書

518
）。
こ
の
よ
う
な
記
述
か
ら
年
代
は
異
な
る
が
城
下
窮
乏
の
際
に

は
富
裕
な
商
人
に
よ
る
施
行
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
、「
菊

池
家
中
興
ノ
系
図
」
の
記
述
も
あ
な
が
ち
誇
張
で
は
な
い
と
み
ら
れ
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る
。

（
15
）　

前
注
（
8
）
入
江
一
九
九
六
（
a
）

（
16
）　

前
注
（
8
）
入
江
一
九
六
五
（
a
）、
同
一
九
九
六
。

（
17
）　

秋
本
典
夫
『
北
関
東
下
野
に
お
け
る
封
建
権
力
と
民
衆
』（
山

川
出
版
社
、
一
九
八
一
年
）、
深
井
甚
三
『
近
世
の
地
方
都
市
と
町

人
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
）、
前
注
（
8
）
入
江
一
九
九
六

（
a
）（
b
）（
c
）
等
を
参
照
。

（
18
）　

増
渕
家
文
書
ハ
9

（
19
）　

本
文
に
は
「
別
宅
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
史
料
の
内
容
か
ら

別
家
と
同
意
と
判
断
さ
れ
る
。
別
家
が
「
別
宅
」
と
記
さ
れ
る
事
例

は
、
前
注
（
2
）
安
岡
一
九
九
八
等
を
参
考
と
し
た
。

（
20
）　

前
注
（
1
）
宮
本
一
九
七
七
を
参
照
。

（
21
）　

借
用
証
文
等
の
諸
史
料
に
明
確
に
記
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
寺

町
に
分
家
沢
屋
（
渡
辺
）
忠
助
、
別
家
沢
屋
助
次
郎
、
鹿
沼
に
別
家

沢
屋
藤
七
が
あ
っ
た
。

（
22
）　

野
沢
家
文
書 

ロ
26

（
23
）　

こ
れ
は
上
方
市
場
で
の
燈
油
の
値
上
が
り
・
不
足
に
備
え
る
た

め
、
幕
府
が
江
戸
地
廻
経
済
圏
か
ら
の
燈
油
お
よ
び
そ
の
原
料
の
確

保
の
た
め
、
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
か
ら
関
八
州
の
絞
油
業
者
に

在
地
で
の
営
業
株
（
在
株
）
を
認
め
た
一
貫
で
あ
っ
た
。
詳
細
は

『
栃
木
県
史
』
通
史
編
五
（
近
世
二
）
六
八
五
頁
を
参
照
。

（
24
）　
『
栃
木
県
史
』
通
史
編
五
（
近
世
二
）
六
八
六
︱
六
八
七
頁
を

参
照
。

（
付
記
）
本
稿
は
、
平
成
二
五
年
一
二
月
一
七
日
に
お
茶
の
水
女
子
大

学
に
て
開
催
さ
れ
た
、「
第
八
回
国
際
日
本
学
コ
ン
ソ
ー
シ
ア

ム
─ 

食
・
も
て
な
し
・
家
族 

Ⅱ 

─
」
に
お
け
る
発
表
を
も
と

に
、
補
足
・
改
訂
を
加
え
て
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
発

表
内
容
の
要
約
は
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
比
較
日
本
学
教
育
研

究
セ
ン
タ
ー
発
行
『
比
較
日
本
学
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
年

報
』
第
一
〇
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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右
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概
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概
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　　お茶の水史学　58号　　80

【
表
１
】
寄
銭
に
み
ら
れ
る
古
着
仲
間
構
成
員
一
覧

納
額

*
ラ

ン
ク

人
数

計
居

住
地

名
①

②
③

①
②

③

①寛政四

200
S

2

52

SSS
寺
町

佐
野
屋
治
衛
門

200
200

200
S

S
S

BB

宮
嶋

町
太

田
屋

武
兵

衛
50

32
50

B
C

B

100
A

27
寺

町
沢

屋
宗

右
衛

門
200

200
200

S
S

S
宮

嶋
町

松
野

屋
伊

兵
衛

50
30

50
B

C
B

50
B

17
A

A
A

宮
嶋

町
大

野
屋

治
兵

衛
100

100
100

A
A

A
宮

嶋
町

佐
野

屋
与

兵
衛

50
50

　
B

B

32
C 

1
寺

町
沢

屋
忠

助
100

100
100

A
A

A
寺

町
万

屋
清

七
50

50
　

B
B

30
3

A
A

宮
嶋

町
奥

州
屋

庄
蔵

100
100

50
A

A
B

B

寺
町

伊
勢

屋
宗

兵
衛

50
30

24
B

C
D

24
D

 
1

寺
町

河
内

屋
喜

兵
衛

100
50

100
A

B
A

宮
嶋

町
堺

屋
与

右
衛

門
50

32
 

B
C

20
1

寺
町

佐
野

屋
吉

右
衛

門
100

50
100

A
B

A
宮
嶋
町
丸
井
屋
伊
兵
衛

50
24

24
B

D
D

②寛政六

200
S

2

52

宮
嶋

町
佐

野
屋

久
右

衛
門

100
50

100
A

B
A

千
手

町
荒

井
屋

茂
兵

衛
50

24
 

B
D

100
A

5
宮

嶋
町

田
野

屋
善

兵
衛

100
50

100
A

B
A

宮
嶋

町
石

川
屋

弁
蔵

50
24

 
B

D

50
B

23
寺

町
玉

屋
藤

兵
衛

100
50

100
A

B
A

寺
町

玉
屋

清
右

衛
門

50
24

 
B

D

32
C

3
宮

嶋
町

佐
野

屋
平

兵
衛

100
50

100
A

B
A

池
上

町
綿

屋
吉

兵
衛

50
24

 
B

D

30
3

宮
嶋

町
大

野
屋

幸
助

100
24

100
A

D
A

寺
町

佐
野

屋
与

八
　

50
24

　
B

D

24
D

12
宮

嶋
町

伊
勢

屋
喜

八
100

100
　

A
A

宮
嶋

町
植

木
屋

半
兵

衛
　

24
50

　
D

B

16
E 

2
宮

嶋
町

井
筒

屋
清

兵
衛

100
100

　
A

A
宮

嶋
町

小
松

屋
太

兵
衛

　
24

50
　

D
B

12
2

A

杉
原
町
植
木
屋
伊
兵
衛

100
50

50
A

B
B

池
上

町
菊

屋
惣

八
50

　
　

B
　

③寛政十三

200
S

2

42

千
手

町
大

野
屋

宗
兵

衛
100

50
50

A
B

B
寺

町
清

水
屋

治
郎

右
衛

門
50

 
 

B
 

100
A

10
千

手
町

佐
野

屋
清

兵
衛

100
50

50
A

B
B

上
河

原
町

長
門

屋
与

兵
衛

50
 

 
B

 

50
B

18
宮

嶋
町

田
野

屋
伝

兵
衛

100
50

50
A

B
B

寺
町

伊
勢

屋
忠

七
 

50
 

 
B

30
C

4
寺

町
沢

屋
弥

助
100

50
30

A
B

C
寺

町
瓶

子
屋

源
助

 
50

 
 

B

24
D

7
寺

町
練

屋
忠

右
衛

門
100

50
30

A
B

C
寺

町
伊

勢
屋

平
七

 
 

50
 

 
B

12
E

1
宮

嶋
町

石
川

屋
吉

兵
衛

100
32

50
A

C
B

宮
嶋

町
大

野
屋

長
吉

 
 

50
 

 
B

*
単
位
は
文
。

寺
町

大
野

屋
茂

八
100

50
24

A
B

D
宮

嶋
町

田
野

屋
久

兵
衛

 
 

50
 

 
B

千
手

町
直

木
屋

藤
左

衛
門

100
50

24
A

B
D

宮
嶋

町
田

野
屋

弥
兵

衛
 

 
50

 
 

B

寺
町

佐
野

屋
庄

七
100

12
50

A
E

B

C

裏
町

植
木

屋
吉

兵
衛

32
24

 
C

D

寺
町

瓶
子

屋
長

右
衛

門
30

30
100

C
C

A
池

上
町

万
屋

惣
八

 
24

30
 

D
C

寺
町

瓶
子

屋
源

左
衛

門
100

24
24

A
D

D
西

馬
場

石
川

屋
喜

兵
衛

30
　

　
C

　

寺
町

沢
屋

喜
左

衛
門

100
50

 
A

B
寺

町
沢

屋
勘

兵
衛

30
　

　
C

　

寺
町

岩
崎

屋
宇

右
衛

門
100

16
 

A
E

寺
町

沢
屋

藤
七

　
　

30
　

　
C

宮
嶋

町
大

野
屋

忠
蔵

100
 

 
A

 

D

寺
町

玉
屋

吉
兵

衛
 

24
24

 
D

D

寺
町

瓶
子

屋
吉

兵
衛

100
 

 
A

 
宮

嶋
町

国
束

屋
小

兵
衛

20
16

 
D

E

BBB

池
上

町
岩

崎
屋

善
兵

衛
50

50
50

B
B

B
宮

嶋
町

小
松

屋
平

兵
衛

24
 

 
D

 

寺
町

岩
崎

屋
太

兵
衛

50
50

50
B

B
B

E
寺

町
玉

屋
専

助
 

12
 

 
E

宮
嶋

町
大

野
屋

嘉
兵

衛
50

50
50

B
B

B
寺
町

玉
屋
長
蔵

 
 

12
 

 
E

【
表

1】　
寄

銭
に

み
ら

れ
る

古
着

仲
間

構
成

員
一

覧
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【
表

２
】

商
人

番
付

と
古

着
商

人
Ａ

商
人

番
付

の
構

成
概

要
Ｂ

商
人

番
付

中
の

古
着

商
人

（
兼

業
者

含
）

番
付

①
（

嘉
永

元
年

(1848)）
番

付
①

（
嘉

永
元

年
(1848)）

番
付

②
（

嘉
永

四
年

(1851)か
）

番
付

③
（

嘉
永

七
年

(1854)）
段

西
方（

計
54）

東
方（

計
54）

段
位

置
名

段
位

置
名

段
位

置
名

1

大
関

（
１

）
大

関
（

１
）

1

大
関

佐
野

屋
孝

兵
衛

*1

1

大
関

佐
野

屋
孝

兵
衛

*1

1

大
関

佐
野

屋
孝

兵
衛

*1
関

脇
（

１
）

関
脇

（
１

）
関

脇
佐

野
屋

治
右

衛
門

*
関

脇
佐

野
屋

丹
兵

衛
*4

関
脇

佐
野

屋
治

右
衛

門
*

小
結

（
１

）
小

結
（

１
）

前
頭

佐
野

屋
丹

兵
衛

小
結

佐
野

屋
治

右
衛

門
*5

小
結

佐
野

屋
丹

兵
衛

*2
前

頭
（

７
）

前
頭

（
７

）
〃

植
木

屋
伊

兵
衛

前
頭

植
木

屋
伊

兵
衛

前
頭

植
木

屋
伊

兵
衛

*3
2

前
頭

（
12）

前
頭

（
12）

〃
玉

屋
長

蔵
〃

玉
屋

長
蔵

〃
玉

屋
長

蔵
3

前
頭

（
15）

前
頭

（
15）

〃
丸

井
屋

伊
兵

衛
〃

丸
井

屋
伊

兵
衛

〃
丸

井
屋

伊
兵

衛
4

前
頭

（
17）

前
頭

（
17）

〃
石

川
屋

吉
兵

衛
2

〃
堺

屋
弥

兵
衛

〃
佐

野
屋

久
右

衛
門

*
〃

福
田

屋
久

右
衛

門
*
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19 別家中、平素はいっそう親しくし、相互に厚く世話をし、子孫末々、傍輩の良い関係を失わないこと。

20 分家・別家のうち、若く病死などがあった場合、別家のなかから相応の人物を見立て跡世話掛りとし、万事世話をす
ること。もちろん本家からも厚く世話し、亡地とさせないこと。

21 積金については、永々怠りなく積むこと。
22 年中のことは全て日記に留置き、毎年正月から事立てること。また先格となることを選び、記録に写すこと。
23 葬婚そのほか、先格に随うこと。

24 分家で婚儀があるときは、祝儀として金 500 疋、不幸があるときは香奠として金 300 疋、出産のあるときは産着料と
して金 200 疋、初の節句は金 100 疋、そのほかすべてこれに順じること。

25 別家で婚儀があるときは金 300 疋、不幸があるときは金 200 疋、出産のあるときは金 100 疋、初の節句は金 50 疋、
そのほかの吉凶はこれに準じること。但し孫店はこれに半減とする。

26 主人であっても 50 歳以下の者は、平素は綿服でいること。
27 外出であっても男子は縮緬類は禁じる。但し襦袢は用捨。
28 頼母子への加入は堅く禁ずる。
29 諸芸遊歴の者を止宿してはならない。懇意の者からの書翰を持参したとしても、ならない。
30 家内で三弦浄瑠璃の類はならない。

31 芝居等があるときは、女共の見物は３日に限る。
　但し小見世もの等の見物はならない。

32 40 歳以下の婦人の他所出はならない。たとえ当所のなかでも墓参りのほかは諸参詣もならない。
病人湯治等は、店内からたしかな者を一人添えること。

33 婦人の郷行は逗留 7 日に限る。理由なく長く逗留することはならない。
34 幼主の場合、その母がかれこれ意見等を申し、家事の妨げになるならば、分家・別家中から処理をすること。

35 主人が不行跡、または非道の振舞いがある場合、話し合いの上、隠居させる。
扶持のほか小遣いとして金 1 両程を賄うこと。

36 毎年 8/17 の中原明神祭礼は永々怠らないこと。分家・別家・孫店まで、すべて当店の下にいる者は招くこと。但し
祭礼の際の分家店中の席は、その年の店の卸勘定増高にしたがって席順をきめる。

37 浄室清光院様（4 代）の追福 50 年目、100 年目、永代怠るべからず。
38 秀光院様（7 代）、同断
39 賢徳院様（10 代）、同断

40 代々の主人たる人の追福は 100 年に限る。
　但し寺斎料も 100 年を限りとする。また家に格段の大功がある人は話し合いの上、永々とする。

41 主人の妻たる人は 50 年に限る。但し寺斎料も同断のこと。

42 右のほかは 33 年に限る。
　但し寺斎料も同断のこと。但し主人長生にて父母の追福をする場合は、100 年を越してもその代は例外とする。

43 毎月の寺斎料 13 日・15 日・21 日は、永々怠らないこと。

44
主人は死期に及び遺言をするべきではない。申し置きたいことがある場合は、平素に分家・別家中へ話しておくこ
と。また軽い病のはずが病状が重く、急に死期が近くなった場合、分家中が立会い遺言をすること。その場合も道理
のない遺言は取り扱わないこと。また、婦人等に対して申し置いた遺言などは決して取り用いないこと。

45 二男・三男で分家する者へ、父母が添って分家することのないように。父母は別に隠居させること。
46 金銀の請印（保証人）や人事の請印（保証人）は行わないこと。
47 30 歳以下の者は伊勢参宮しないこと。
48 正月勘定について。3 年続けて不勘定となった場合は、すぐに話し合いの上、仕法替すること。
49 相場物を買い置きすることは、分家・別家店に至るまで行わせないこと。

50
すべての仕法書について、家格も時節に随い、また貧福にも応じるものであるから、もし後世で時節に応じないこと
もあれば、このヶ条のうち増減があってもしょうがない。しかし替法は軽いことではないため、分家・別家中よくよ
く入念に評議を詰め改革すること。

連名 菊地治右衛門栄親（花押）、同 長四郎、同 新之助、岡部太兵衛、鈴木久助、岡田吉右衛門、小倉荘七、斎藤与八、
江部久七、橋本長作、吉田亶兵衛、同 増兵衛
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【表３】「家格連印帳」（佐治）

1
嫡子には幼少から学文をさせ、当家相続に立つ時は、分家・別家中へ先格の通り滞りなくとりおこなうこと。
　但し嫡子でも成長の具合によっては、ふさわしくない場合は相続に立てない。
　分家・別家中の評議によって人品を見立て、相続に立てること。

2

二男・三男以下すべて幼少から学文をさせ、12・3 歳で店々の内に頼み渡世の見習いをさせる。
三男までは分家させること。
　但し基業金は時節に随い、本家分限の 1/10 程で遣わす。ほかに貸付金 200 両宛遣わす。
　これは二男・三男で差別なし。

3
四男以下は他へ遣わす。また嫡子のほか二女・三女、四男・五男とあるときは、四男・五男を二男・三男に立て、分
家させる。女子は他へ嫁に出す。また、二女・三女だけでほかに子がない場合は、二女・三女へ婿養子をとり分家さ
せる。すべて、相続人のほか二人までは分家させること。

4 当家主人一代のうちに、店々から相応の人物を見立て、一代で２人宛は当家より基業金を遣わし別家させ、
暖簾下とすること。

5 分家・別家とも大勢召し仕える中から選び、本家の暖簾下に取り立てることは、本家への勤めと心得ること。

6 分家・別家とも別宅させるときには、先格の証文をたしかに調えること。
　但し代替わりのときは、この証文に請印させる。

7 二男・三男で分家した者は、当家からの分家と名乗ること。また、分家の者は当家を本家と呼ぶこと。召遣から別家
した者は、当家からの別家店内または暖簾下と名乗るため、別家の者は当家を本店と呼ぶこと。

8 分家・別家から別家した者は、孫店と名乗ること。

9 別家の者は、自分の召遣であっても、自分のことを旦那様と呼ばせず、親方様と呼ばせること。
分家はその必要はない。

10 別家の者は分家の者を尊敬し、分家・別家を同等と混同しないよう心掛けること。

11 毎月２の日、分家・別家中は、月に３度ずつ本家に参会し、子孫末々怠らないこと。
また本家の者はみな店々も締め万事厚く世話すること。

12

別家の中から実体の人物を見立て、2・3 人ずつ定行司に立て、当家のことを中心として世話をすること。
また、毎月３日までに本家の帳面を改めること。正月の店卸などに立ち会うこと。
定行司の役の者へ、一ヶ年に給金 5 両を遣わす。
　但しこの定行司の者、すべて本家のことは妻子であっても他言はしない旨を神文で誓うこと。

13
別家した当代の者は、分家・別家とも定行司には申し付けないが、創業の者一代は定行司同様とする。
また定行司の者よりもさらに厚く心得ること。
　但し創業の者一代は、給金は与えない。

14
岩崎屋（岡部）太兵衛・佐野屋（鈴木）久右衛門家について。盛徳院様（9 代）御歿後の女主であったとき、両人に
よる格段の世話があり当家が連綿した。まさに両人の功によるものであるから、子孫末々粗略のないよう大切にする
こと。また両家は子孫末々、上席とする。そのほかは別家の年月順で序列を定めること。

15

当家の主人が万一壮年で病死等の場合、子があれば子供は当家へ差し置き、妻が年若であれば当家から他へ再嫁させ
る。もし本人が他へ出ることを承知しないのなら、相応の人物を見立て入婿とし、二男・三男に準じ当家から分家さ
せる。また、40 歳以上の者は隠居させ、すべて婦人に家事を執り行わせることを堅く禁ずる。もっともこのような
場合、幼少であっても表向は悴の名前で行い、家事は分家・別家中から厚く世話すること。もちろん分家・別家のほ
かの親類中からは世話をさせないこと。

16

忌中について。本家の主人または隠居していても一度相続に立った者が死去した場合、分家は 15 日、別家は 10 日の
引篭。妻・嫡子の死去の場合はこの半減。また分家・別家から出店した店も半減。孫店は当人の心得次第で、主人か
ら差図がある。これ以外の不幸は、本家主人の忌に習い、これに準じ引篭ること。
　但し店中がまちまちにならないよう申し合わせること。すべての忌で、分家は別家よりも重くすること。

17 分家・別家の者が他所へ出店しても、本人が其地へ移り居住すること、また其地で妻帯を持つことはならない。当地
（宇都宮）に本家を立て妻帯を持ち、半年ずつは当地に居住すること。

18
分家・別家とも依存せず、何事も身上向のことは分家・別家中で評議を行うこと。また、願いの事がある場合は一同
へ内評した上で、本家へ申し出ること。一同評決のことは本家でも大方は聞き入れる。事によっては主人の意見が出
る場合もあるだろうが、その意見が道理に合っていれば、そちらを採用する。
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  ・70 歳のときに伊与吉（保良）へ家督を譲り、八十兵衛と改名。

 
 

文政 7
(1824) ・彦太郎（のち 8 代）生まれる。

文政 8
(1825) ・病死。このとき保良（7 代）20 歳。

7
︵
保
良　、
幼
伊
与
吉
︶

文政 8
(1825)

・保秀の死後、召仕の者が買出し先で「不実の損毛金」100 両余をつくる。
・代替わりで「諸方貸方損」100 両位もあり、相続後間もない内に災難が重なる。

文政 9
(1826)

・正月上旬の店卸しは「格別之生計」となり驚き、これより心配りをして家業に励む。
・その中で、寺町沢屋御主人（忠助か）の世話になる。

天保 3
(1832) ・間口 3 間半・奥行 2 間半の土蔵を 1 軒建てる（金 200 両余）。

天保 6
(1835) ・9 月中、佐野・栃木・古河で買物（金 900 両余）、相応の利分となる。

天保 7
(1836) ・彦太郎 12 歳、白川松河屋儀兵衛のところへ見習奉公に出す。

天保 9
(1836)

・諸国凶作につき繰綿類も稀なる高値になると見込み、古着類や夜具綿類を地仲間や 江戸表で買い入れたところ、
上綿は 5・6 割の利潤となった。

天保 10
(1837) ・引き続き古着類の景気は良く、商いは上々。

天保 13
(1840)

・御用聞（「新組」）を仰せ付けられる。2 人扶持。
・翌年の日光御成の御泊城により「御勝手向御入用」のため金 200 両上納。
・その後も追々年々御用金借用を仰せ付けられ、滞りなく勤めた。

天保 14
(1841)

・彦太郎、帰宅。
・石田屋善吉の娘を貰い請け、結婚。

天保 15
(1842) ・37 歳、伊勢参り（入用金 40 両）。

嘉永 1
(1848) ・宮嶋町石川屋吉兵衛抱地所建家・土蔵 2 棟を買請（金 250 両）。諸礼金等が金 30 両余。

嘉永 2
(1849) ・扇町からの出火で建家焼失。土蔵の上屋板囲など、金 70 両余の入用。

嘉永 6
(1853)

・正月、宮嶋町志保屋六郎兵衛所持の屋敷を買請。諸礼金含め金 130 両余。 
・2/1 夜、大町魚店からの出火で類焼。保秀の代から居住している旧家が焼失。
・怪我人はなく、土蔵 2 棟も無事。この地は五十嵐源右衛門借地のため、先年買請けた 地所 ( 元、石川屋吉兵衛抱 )
へ普請し、6 月に引越した。諸入用・金 300 両。
・5 月に米国より大船到来、諸国大名の武備のため、御入用金 100 両上納。
・御用聞としてのはたらきが認められ、町年寄支配から町奉行直支配 ( 町年寄格 ) となる。

安政 1
(1854) ・「御勝手向御改革」により、調達金の分が 50 ヶ年賦となる。3 人扶持となる。

安政 2
(1855)

・非常御備金 198 両を仰せ付けられる。
・天保 3 年に元住居に建てた土蔵を、新住居の方へ引き移す。諸入用金 30 両余。

安政 3
(1856)

・臨時御物入で金 149 両を仰せ付けられる。
・先年差し出した「御大礼・定例金」が年賦、または年延となる。

安政 4
(1857)

・御仕方替の際、天保年中の「御成調達・御昇進調達金」の返済残金 54 両余が　「差上切」 となる。これにより 4 人
扶持、帯刀御免となる。

安政 6
(1859)

 

・彦太郎、伊勢参り。
 ・宿方仕方につき金 50 両を出金。
・ここで宮嶋町で一軒役分の利足として、50 年間は　諸役・諸割物を免除となる。

文久 1
(1861) ・「永用録」を記す。当時 58 歳。
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【表４】「永用録」をもとに作成した丸伊の年表
代 年号 内容
1 　 ・奥平家藩中・増渕善右衛門の弟。移封後も定住し、筆道指南。
2 　 ・釼宮町に居住。

3 　 ・藩の命令により、魚屋は釼町（御城御門前）から大町表店へ移る。
・のち、居住地を壁町へ移す。

4
・子の清吉は熱狂的な法華信者で、商売不向きのため別宅させ、新宿町で春米屋を営む。

明和年中
(1764- ) ・扇町の半田屋庄七から嫡女よね（当時 7 歳）を貰い請け、養育。

5
︵
保
秀　、
幼
名
与
八
︶
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・実家は宮嶋町の加藤氏、二男。12 歳で寺町の古着屋・玉屋市郎兵衛方へ奉公に出る。
安永 2
(1773) ・４代の養女よねと結婚。婿養子となる。

安永年中 ・24 歳で５代を相続。

 

・魚屋 3 年。古着屋で見習いをしていたため手馴れず、借金を返済し休業。
・奉公時の経験を活かして、古着屋を始めようと決意する。
・同時に、能筆・五十嵐源右衛門の助言により屋号を「升屋」から「丸井屋」に改める。
・壁町から宮嶋町の志保屋孫右衛門借屋へ引越す。

 ・養父から譲り請けた金子では手広な商いはできず、「背負荷商い」をして日夜懸命に励むこと 5 年、金 100 両程の
資産に至った。

 
・江戸表大火の際、懇意の者から「江戸で材木を売れば利益になる」という儲け話を持ちかけられ、借金をして材木
を買い、仕切金は 250 両余。懇意の者を江戸に向かわせ、この金を受け取らせたが持ち逃げされ、膨大な借金だけ
が残る。

 
・途方に暮れていると、石町石塚文右衛門から年給金 12 両で「質物取扱世話」を持ちかけられる。難儀故すぐに承
諾しようとしたが、その金額では先祖の法事もままならない、と考え直し、断る。古着商売を立て直す決意をして
一心に家業に励んだ。

 

・神仏の加護を得るべく、大明神と妙金寺稲荷社に参詣。
・帰宅すると、見世先から品物が二つ、盗まれていた。
・とうとう神仏にも見放されたと切腹も考えたが、妻子 3 人の生活のことと、婿養子である自分が先祖家名を潰すわ
けにはいかないと考え直し、この災難は利欲に迷った見せしめで あるとし、再び家業に勤しんだ。

天明 6
(1786) ・宮嶋町五十嵐源右衛門の抱地を借用、家作。

 
・しだいに収入も増え、先年の材木代の借用残金も勘定の目処が立った。
・土蔵を一ヶ所建て、家内睦まじく暮らす。釼町にある始祖伝来の屋敷は、御役金が多分にかかるため、町年寄の森
田伊左衛門へ譲渡。

寛政年中
(1789- )

・嫡子亀蔵は幼年から病弱であったため、二女ゑんに婿養子（久兵衛）をとり、6 代を相続させた。（亀蔵は宮嶋町
奥州屋孫右衛門の地所を借用、家作。天保 2 年病死。）

文化 1
(1804) ・男子（伊与吉、のち 7 代）出生。

文化 1
(1804) ・宮嶋町に 2 分 5 厘役屋敷続 2 ヶ所を買い請け、都合 5 分役屋敷を調える。

文化 6
(1809) ・6 代が 38 歳で病死。老年の保秀は相続人の心配をし、由兵衛を入夫として貰請ける。

文化 9
(1812) ・大町から出火、屋敷類焼。元の住所（五十嵐源右衛門抱地）へ再度普請。

文化 11
(1814) ・ゑんが急病で死去したため、まちを貰い請けて由兵衛に取り合わせる。

 

・保秀は老年となっても表向を勤め、孫の伊与吉に相続させたいと思うようになる。
・伊与吉 13 歳の時、寺町沢屋忠助のもとへ見習奉公に出す。
・由兵衛とまちと熟談、池上町に屋敷を調え別宅させた（上田屋由兵衛）。
・きちを 10 歳の時に貰い請け養育。伊与吉 19 歳の時に結婚。

 ・この頃は商売も上々で、召仕 3・4 人、保秀は 60 余歳でも 6・7 年の間、江戸やその他の地へ出向いて商売に励ん
だ。
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【表 5】　「家内仕方書目録」（沢宗）

家
内
之
者
心
意
見
之
覚

1 ・渡世に出精し、怠らないこと。

2
・御勝手向について、諸色に気を配ること。
　特に油・醤油・炭・薪木・草鞋・下駄・傘・鼻紙など、たまに必要となる日用品も、麁末にならないよう
心掛けること。

3
・夏冬着用の物、主人・子供、内方（生活空間）の着用でも古手で丈の合うものを見つけて用いること。
・着用の物でよわった品は、せんたくをせずに売り払い、その替えには古手を用いること。

4

・仏事年忌法事は、これまで生福寺の住職・末寺の諸僧坊を招待して五菜をふるまっていたが、当年 ( 文化
16) より改める。 御布施はこれまで通り、膳夫料の代わりとして寺に納める。寺に損耗がないように、これま
での法事の際よりも納高が多くなるようにする。また寺での親類衆への進上については、香の物五菜の食膳
とする。

5
・親類・懇意の者・知り合いの者と、これまで進物等を相互にやりとりしていたが、７ヶ年の間は断る。
・祝儀・不祝儀は時節相応のものとする。頼母子・勧化・法加などは一切断ること。

6
・毎月朔日・3 日・15 日・28 日に神棚へ差し上げていた御造酒を、銭 50 文としてその都度備えること。
・これを伊勢大神宮・当社大明神・その他の神事の入用に差し加えること。

7
・見世店へ御買物に来る御客へ、御茶・たばこ・盆を差し出し、麁末のないようにすること。外店の事を悪く
とりなさないこと。
・在方（の者）に対し、不実の売買をしないこと。御入用品の直段は丁寧に定めて売り遣わすこと。

8
・主人は、宿での常々の酒肴入用は 1 ヶ月に銭 1 貫 500 文限りで済ませること。
・得意方の御客様が御入来の節は、これまでは宿で馳走していた（が不可能になった）ので、この理由をきち
んと伝えること。

9

・見世の者（使用人）には 1 年に 1 貫 200 文を渡し、ここから草鞋・下駄・鼻紙の 3 品を買い求め、各々が心
掛けて麁末のないよう　にすること。見習いのために参っているのだから、これも修行の一つであるため、心
意違いの無いよう堅く守ること。
・紙入・道乱・きせるなど、結構の道具を隠し持っている者が家内にいたならば、見世で吟味をし、主人方へ
報告すること。主人は了簡をもって判断すること。
・夜着・蒲団は 1 人前で 2 つ宛とすること。

10
・子供の遣い先や水くみ等に出た際、途中で暇を取ったり、内外のうわさをしないこと。
　口は災いの門と言われるため、堅く守ること。この趣に背いた者はすぐに暇を差し出し、組元へ渡すこと。

11

・見世段子の引き出し等にある袖口・半襟・小切などに品切れがあればすぐに書き出すこと。同様の品を仕入
れないこと。
・袖口・半襟などの品は、利益が少なくても値段相応に売ること。
・せり物に貸す（糶に出品する）際は、商品をそれぞれ控え、帰る時に品物を改め、麁末のないよう取り計ら
うこと。
・土蔵に古着があれば処理すること。直段の分からないものがあれば改めて、番附帳へ差し加え、迅速に処理
すること。
・見世から外方へ品物を持参する場合は、それぞれを見世帳に控え、帰りに品物を改め、帳合すること。

12

・近年は商い事が一統難しく、得意方も損耗があり当惑の一途である。仕方替をしなくては末々の難渋が目前
に迫っている。家内入用を減らす他無く、先祖より譲り請けた渡世の継続のため仕方を取り決めた。さらに
良い案があれば随時行う。何方も減らすことが専一だが、商い向きに力の限り出精しなければ意味はない。
見世・家内ともに心を合わせ、渡世に麁末のないよう心掛けること。そうすれば遠からず良い方向に向かう
だろう。この趣を第一に心掛け、それぞれ日々出精すること。

「先祖代々祥月覚」（日付省略）。仏事祥月の際は全員が仏壇に拝し、家内一統ありあわせの野菜で食事をとる
こと等。

壱年之計は元旦ニ有、一月之計は朔日ニ有、一日之計は早朝ニ有
・夜分に用事も無いのに夜ふかしはしないこと、朝寝をしないこと。
・火の用心を心得ること。
・別所からいらっしゃった人へは、無礼のないよう挨拶をすること。
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【表６】「澤屋新之丞基業金調幷年々勘定帳」（天保 8-14）
天保八年六月改

金 銭
内容

両 分 朱 貫 文
266 2 1 1 521 菊地治右衛門預ヶ取

7 3 53 右正月ゟ五月正利
10 沢屋金助かし取

1 273 沢屋金助右之利
〆 284 2 1 1 851

天保九年戊戌正月改
金 銭

内容
両 分 朱 貫 文
284 2 1 1 851 酉年六月中菊地治右衛門殿ゟ積金分請取
11 利兵衛へ貸分、品物にて請取〆

* 〆 295 3 615
12 540 酉ノ六月ゟ同十二月迄利足

8 2 461 酉ノ七月中被仰付扶持米代金請取
凶年為立春米相場高直ニ付余分ニ請取申候

3 3 150 酉ノ十二月中被仰付扶持米代金請取
30 新八笠間主人方ゟ貰請候金子〆
3 2 右元金酉八月ゟ利足

* 惣〆 351 980

天保十年亥正月改
金 銭

内容
両 分 朱 貫 文
351 980 戌正月改元金
24 2 1 50 右利足
10 向之家売分請取預り
10 御扶持米代金分預り
4 2 着料物売分預り

* 〆 400 3 120

天保十一年庚子正月改
金 銭

内容
両 分 朱 貫 文
400 　 3 120 亥正月改元金
28 右利足
5 扶持米代

〆 433 3 120

天保十二年辛丑正月改
金 銭

内容
両 分 朱 貫 文
433 　 3 120 子ノ正月元金
30 1 1 右利足
5 御扶米代

〆 468 2

* 史料記述から「為金」として微調整が行われたことがわかる。

家督相続時の総額 351 両 980 文は、翌正月改に「元金」として記されている。ここに利足
と諸代金を加えた合計が天保十年の「元金」となり、以降はこの「元金」に七分の利足と
扶持米代金を加えた合計が新年度の「元金」となっていく（同様の内容が天保十五年まで
続く）。

【表 6】　「澤屋新之丞基業金調幷年々勘定帳」（天保 8-14）


